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はじめに 

 

（総合窓口の設置の経緯と概要） 

「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」は、2004年８月に、企業等からの要望を受けて経

済産業省 製造産業局 模倣品対策・通商室に、政府の一元的な相談窓口として設置され、

相談業務をスタートさせました。政府総合窓口では、権利者や企業等からの相談や申立に

対し、関係省庁と連携をとりつつ、丁寧かつ迅速な対応に努めています。 

また、2005年４月からは、相談窓口における業務の一環として、外国における制度や運

用に問題があって、日本企業の知的財産権が適切に保護されていない場合、企業・団体等

からの申立てを受けて侵害状況調査等を実施し、必要に応じて、政府間協議や国際的な枠

組みを活用することによって問題の解決を図る「知的財産権の海外における侵害状況調査

制度」の運用が行われています。 

 

（近年の模倣品・海賊版を巡る状況） 

近年の模倣品・海賊版を巡る状況は、一部改善の兆しもみられるものの、依然として中

国を始め世界中で被害が発生していますが、模倣品・海賊版の撲滅に向けた国際的な枠組

みや、各国の知財関連の制度整備が進展し、被害発生国における知財保護意識や、取締当

局の執行能力の向上も図られてきています。 

しかしながら一方で、模倣品・海賊版による被害は、法の目や取締当局の監視の目をか

いくぐるように、一層巧妙化、悪質化しており、侵害行為を何度も繰り返す再犯も後を絶

たない状況にあります。さらには、インターネットの世界的な普及と電子商取引の発展に

伴い、模倣品・海賊版被害は、インターネット上でも急速に拡大している状況にあります。 

このように、模倣品・海賊版はリアルマーケットに加えて、インターネット上でも世界

規模で流通しており、大きな問題となっています。この模倣品・海賊版の氾濫を放置すれ

ば、本来、権利者が得るべき利益が剥奪され、また、企業が長年の信頼と努力によって培

った企業のブランドイメージを悪化させます。さらには、イノベーションを創造する企業

の多大な努力の上に、何も努力しない第三者が、「ただ乗り」する模倣品・海賊版行為を見

過ごせば、企業のイノベーションと知的財産の創造意欲を減退させることにもつながり、

経済社会の発展にとっても大きな害を及ぼします。また、粗悪で品質の劣る模倣品が出回

ることで、消費者の健康や安全を脅かすことにもつながります。 

こうした中で、2009年に、世界最大の模倣被害の発生国である中国と、日本政府との間

で、知財保護に関する４つの覚書が交換され、知財保護の協力と交流関係の強化が図られ

ました。2010年以降、当該覚書に基づいて、中国政府機関との間で具体的な取組がスター

トしています。また、2012年10月には我が国は「偽造品の取引の防止に関する協定」（ACTA）

の最初の締約国となり、模倣品対策等の実効性を高めるため新たな国際スタンダードとな

ることが期待されています。 

 

（本報告書について） 

2005年６月10日に、知的財産戦略本部で決定された「知的財産推進計画2005」において、

政府模倣品・海賊版対策総合窓口に関する年次報告書を作成することが明記されました。

本報告書は、2016年の政府総合窓口の業務内容を取りまとめ、報告するものです。 
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【例①】 

アシックス登録商標 

 「愛世克私」 

 

冒認出願商標および実施例 

【例②】 

アシックス登録商標 

 
 

 

 

 

アシックス登録商標    冒認出願商標 

    

【例④】 

アシックス登録商標 

ASICS 

 

冒認出願商標「ASIC 5」 

 
 

 

 

 

 

【事例 2】Apple 製品に関する事例 

 

Apple 製品の模倣品が、実店舗の小売店や修理店、オ

ンライン通販など多様な手段で販売されています。これ

ら模倣品の多くは中国で製造され、日本を含む世界中に

輸出されている状況です。なかでも、オンライン通販の

プラットォームでは、販売者が販売イメージや商品描写

を模倣することによって純正品に見せかけることが容易

であることから、Apple 製品の模倣品の主な流通・販売

経路としてオンライン通販のプラットフォームが活用さ

れている実態があります。 

試験購入による調査では、インターネット上で販売さ

れている Apple 製品とされる商品に、多くの模倣品が含

まれていることが発見されました。オンライン通販のプ

ラットフォームは、直接の対面での取引ではないことか

ら、消費者は正規の許諾を受けた販売者や Apple から

直接購入していると誤認してしまうことにつながってい

ます。また、模倣品は、純正品の小売価格に近い金額で

販売されることが多いため、消費者は模倣品を購入して

いると認識しないばかりでなく、純正品を有利な価格で

購入できたと考えてしまう場合もあります。加えて、外

見上、模倣品と純正品は同一に見えてしまうことから、

実際に消費者が商品を受け取った後も、自らが 純正品を

購入したと思い込むことも多くなってしまっています。

オンライン取引は、消費者を欺くことが容易であるなど

の性質上、法執行において特殊な困難に直面していると

言えます。 

また、Apple 製品のうち、特に Apple 製品の電源ア

ダプターや iPhone 交換用バッテリーなど電気製品の模

倣品は、偽造の問題以上に安全性に関するリスクが懸念

されています。Apple 製品の純正品と異なり、模倣品は

必要な安全基準を満たしておらず、低品質の部品で構成

されているほか、部品の欠落や設計上の欠陥、電気絶縁

体の不備が報告されています。安全試験機関による試

験・分析によれば、Apple 製品の電源アダプターの模倣

品は、通常の使用であっても、オーバーヒートによって

発火し、消費者に電気ショックを与える可能性があると

しています。アメリカの消費者製品安全機関である UL

によれば、400 個の iPhone アダプターの模倣品につい

て独自の安全性試験を行ったところ、３個を除く全て、

すなわち 99%の iPhone アダプターが必要な安全性基

準試験を満たしていなかったと公表しています。当該報

告では、これら模倣品は、「ほとんどの場合において（中

略）ユーザーを感電や発火といった危険から保護するの

に必要な安全機能が欠けており」、これにより「感電死す

る危険がある」として、Apple 製品のアダプターの模倣

品が消費者安全に対して重大な危険を及ぼすと結論づけ

ました*１。 

実際に、例えば、2013 年、タイの男性が、壁のコン

セントに挿した状態で通話をした際に感電死してしまう

など、過去数年の間に iPhone アダプターの模倣品によ

って感電死する事件も発生しています。その後の調査で、

タイの国家放送通信委員会（NBTC）によれば、アダプ

ターの模倣品が不適切な状態で包装されていたことが原

因であったと結論づけました*2。また、オーストラリア

の競争当局は、2015 年に、オーストラリアにおいて女

性が安全基準を満たしていないアダプターの模倣品をコ

ンセントに挿した状態で携帯電話で通話を行い、感電死

したという 事案について調査を行ったことで知られて

います。 
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 加えて、リチウムイオンバッテリーが第９類の危険物

にも該当することから、iPhone バッテリーの模倣品も

重大な懸念となります。Apple 社は 制御された修理環

境においてバッテリー交換を行っているのみであり、交

換用バッテリーを消費者に対して直接販売していないこ

とから、模倣品について注意喚起なども行っています*

３。 

 

*１： UC2016 年９月 16 日、「iPhone アダプターの

模倣品」２頁、

http://library ul com/wp-content/uploads/sites/4

0/2016/09/10314-CounterfeitiPhone-WP-Hig

hRes FINAL.pdf 

*２：タイの死亡男性 iPhone４S の充電器の模倣品で

感電死 

 

*３：https://support.apple.com/ja-jp 
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２．海外侵害状況調査制度について 

（１）制度概要 

海外侵害状況調査制度は、2004年12月、模倣

品・海賊版対策関係省庁連絡会議において創設が

決定された政府模倣品・海賊版対策総合窓口の機

能の一つであり、外国政府の制度や運用面に問題

があり、日本企業の知的財産権が適切に保護され

ていない場合に、企業または業界団体等からの申

立てを受けて侵害相手国の制度等を調査し、必要

に応じて政府間協議や世界貿易機構（WTO）など

の国際的な枠組みを活用して問題の解決を図る

制度です。 

＜制度の流れ＞ 

○日本国内の企業または業界団体等が侵害に関

する必要な証拠と共に政府模倣品・海賊版対策

総合窓口に申立を行う。 

○政府は､調査を実施するか否かを原則45日以内

に決定し､調査を実施する場合は､その調査結

果を原則６ヶ月以内に申立者に回答する。 

○調査の結果、問題があると判断された場合は、

二国間協議等の問題解決に向けた取組を実施

する。 

 

（２）これまでの申立ての状況 

①香港における商号登記の問題 
2005年4月、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）

から次の内容の申立てがありました。 

世界的に著名な日本の電機メーカー６社の商

標と同一又は類似の商号が、香港において無断で

登記され、第三者の商号の一部として使用される

とともに、登記された商号が中国で生産・販売さ

れている部品に使用される被害が生じていまし

た。しかしながら、香港の法制度では、商標権者

である日本の電機メーカーが商号を抹消・変更す

る手段がありませんでした。 

第三者が無断で著名な登録商標や商号と類似

した商号を登記した場合、商標権者等は、商号登

記の抹消を求める裁判を提起します。しかし裁判

に勝訴しても、香港の法律上は、勝訴の判決に基

づいてその商号を登記簿から抹消する権限が企

業登記所に認められておらず、登記者（被告）が

判決を履行しない限り、商標権者等が自ら商号を

抹消することができませんでした。 

2005年５月、日本政府は、JEITAからの申立て

に基づき、香港特別行政区政府（以下「香港政府」）

の制度・運用の実態調査を開始し、同年10月、「商 

 

標又は商号の無断使用に関する救済措置が不十

分であり、申立人の知的財産権の利益保護に関し

て香港の制度・運用等の対応に問題があると判断

する」旨、申立者に回答しました。 

また、その後、日本政府は、香港政府と4回に

渡り協議を実施し、香港政府に対して制度・運用

の見直しの要請を続けてきました。 

こうした取組によって、香港政府は、2007年か

ら会社法の全面改正作業に着手し、我が国の要請

に沿った形で、2011年７月、会社法が改正されま

した（施行は同年12月）。 

 
香港で登記され中国で不正使用されている我が国企業の商号 

 
 
 
 
②トルコにおける商標権侵害に係る刑事裁判の

問題 

2010年２月、JEITAから次の内容の申立てがあ

りました。 

トルコで、世界的に著名な登録商標が侵害され、

かつ改正商標法施行（2009年１月28日）以前に行

われた商標権侵害行為に係る刑事裁判において

無罪が言い渡されるケースが続出しており、その

中には捜査段階で押収した権利侵害品を侵害者

に対して返還する旨の判決が言い渡されるケー

スもありました。 

2010年６月、日本政府は、JEITAからの申立て

に基づき、トルコ政府の制度・運用の実態調査等

を開始しました。 

同年11月には、日本、米国、欧州が共同でトル

コ政府に対し、本件の早期対応を求めました。 

また、2012年２月にはWTOの貿易政策検討機関

（TPRB）対トルコ審査会合において改正商標法の

早期成立を要請し、2012年７月には第１回日トル

コ貿易・投資サミットの場において、枝野経済産

業大臣が、チャーラヤン・トルコ経済大臣に対し、

（正当な商号の例） 

松下電器国際物流(香港)有限公司 

（不正使用の例）  

松下電業(香港)國際集團有限公司 









 
 
【別添】 

模倣品・海賊版問題の現状 
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中国とASEAN諸国との間の自由貿易協定（ACFTA）

では、2004年から開始された先行自由化期間を経て、

ノーマルトラック（normal track）と呼ばれる通常

自由化品目については中国-ASEAN（タイ、フィリピ

ン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブ

ルネイ）間では2010年までに、中国-CLMV（カンボジ

ア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）間では2015年

までに関税撤廃することとなっています。今後は一

部の例外品目を残しつつも、2020年までに順次関税

が削減されていき、最終的には双方の品目ベースで

90％以上の自由化がなされる予定です。これにより

人口規模で約20億人という世界最大の自由貿易圏が

誕生し、当該地域間での貿易・投資活動がさらに活

発化することが見込まれています。またこれに伴っ

て、中国からASEAN諸国への模倣品の流通も増加する

ことが予想されます。 

また、中国・東南アジア以外の新興国では、中国

に匹敵する大市場国であるインドや、物流のハブと

して成長しているアラブ首長国連邦（UAE）などの中

東地域でも被害が発生しています。 
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る者が増加していることが挙げられます。また、

冒認出願を積極的に手引きする代理人の存在も指

摘されています。 

このため、中国に限らず海外で事業活動を行っ

ている企業は、日本だけでなく諸外国で迅速に権

利を取得する、企業名等の重要な商標については

出願や登録情報を継続的にモニタリングする、係

争が必要な場合には迅速に対応する、等の体制を

整えることが重要です7。 

 

②商標と商号の衝突問題 

中国では日本企業の商号を悪用する事案も見受

けられます。日本企業の商号の、例えば、「○○」

や「△△」という文字を、企業名称の一部に含め

るかたちで「広州○○有限公司」や「△△化工有

限公司」という企業名称を登記して、店の看板等

にその企業名称又は商号を使用して商品を販売す

る業者がいます。こうした業者の中には、日本の

本社から授権されている、また日本の関連会社で

あると宣伝しながら商売を行う悪質な業者も存在

します。日本企業を連想させる商号を表示するこ

とで、消費者に誤認を惹起させて商品を販売する

行為は、日本企業のブランドにただ乗りするもの

です。 

商品や広告に日本企業の商標を使用していない

場合は、一般的には商標権侵害とはなりませんが、

中国の法規上8は、他人の著名な商標を企業名称に

使用することを禁じており、仮に登記されても当

局により是正できるとされています。しかし現実

には、商標と商号のクロス審査制の未整備や各執

行当局の審査基準の不一致などにより、多くの日

本企業の商標を含む商号の登記がなされています。

また、一旦登記されてしまうと、中国の行政機関

にはこれを強制的に変更する権限がないこと、商

号の登録は各地方政府に属する権限であること等

のため、是正を求めるための障害も多く、多くの

権利者が対応に苦慮しています。 

 
（６）中小企業の模倣品被害 

中小企業においては、中国や東南アジア諸国な

ど海外に進出する企業が増加していることに伴い、

                                                  
7 中国で冒認出願対策を実施するにあたっては、ジェトロ「模倣

対策マニュアル 中国編」、「商標冒認出願問題に関する調査研究

報告書」、「中国・改正商標法マニュアル」等が参考となります。

また、ジェトロ北京事務所には「冒認商標問題特別相談窓口」が

設置されています。 
8「企業名称登記管理実施弁法」等。 

なお、2014年５月に施行された中国商標法改正法では、日本から

の要請も踏まえ、商標と商号の抵触についての規定が盛り込まれ

ています。 

模倣品の被害も、大きな問題となっており、引き

続き中小企業向けの対応を取っていくことが重要

です。模倣品被害事例としては、模倣品が発見さ

れやすい店舗販売、展示会（見本市）、カタログ掲

載に加え、インターネット上の模倣品の流通等に

見ることができます。 
中小企業の模倣品への対応は多様で、模倣品被

害に遭った企業の中には、被害の再発に備えて継

続的に対策を実施している企業がある一方、費用

をかけて対策を実施したにもかかわらず、思った

ような成果を得られなかったと感じる企業も多く、

費用対効果を考慮して対策をやめる企業もありま

す。 
また、中小企業は専任の知財担当者を配置する

余裕が少ないことからセミナー等への参加も難し

い場合が多く、特に海外拠点を持たない中小企業

は海外情報の収集も困難な状況にあります。この

ため、大企業の先進的な取組事例を参考とし、ま

た、同業他社の取組状況などを継続的に把握する

など、中小企業が負担なく対策に取り組める環境

を整備すること、さらに海外進出を検討する段階

で模倣品のリスクをきちんと認識してもらえるよ

うに、中小企業と日頃接している様々な機関の担

当者に知財の意識を持ってもらうことなどが課題

です。
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③インドネシア国家警察の招聘 

 2016年12月にインドネシア国家警察を招聘し、イ

ンドネシア知的財産エンフォースメントセミナーを

実施するとともに、経済産業省及び警察庁との意見

交換において、模倣品対策に関する政府間での情報

共有の有用性等に関する意見交換を行いました。ま

た、IIPPFメンバーとの間では、国家警察の知財に関

する体制や普及啓発、インターネット上の知財権侵

害等に関する意見交換を行いました。また、インド

ネシアでの知財取締り実務の参考とするために、法

務省を訪問し、日本の刑事手続きについての説明を

行いました。 

 

④ベトナム市場関係者向け啓発セミナー等の開催 

侵害発生国との共同事業として、IIPPF ASEAN WG等

権利者の発案による「大規模市場の入居店舗への反模

倣品啓発セミナー」を、ベトナム商工省市場管理局及

びハノイ最大級の市場であるドンスァン市場管理会社

との連携の下、2016年７月に実施しました。当日は、

約130名の店舗事業者が参加し、市場管理局から模倣品

関連の法規に関する説明、日本の権利者から模倣品の

生命、人体への悪影響に関する説明、ドンスァン市場

管理会社からテナント契約違反に対する処分内容の説

明等、参加者の事業に直結する内容が周知されました。

また、代表店舗による反模倣品誓約書への調印式も行

われ、その模様はベトナムのテレビニュースにも取り

上げられる等、注目を集めました。11月には、再度関

係者が同市場に集まり、模倣品減少の効果検証や入居

店舗へのインタビュー等を行い、反模倣品機運の定着

を図りました。 

 
⑤ベトナム ホーチミン税関及び市場管理局の招聘 

これまでハノイの商工省市場管理局や税関総局等と

の対話を重点的に行ってきたところ、摘発が多数実施

されているホーチミンの動向を把握し、権利者が抱え

る課題の解決に役立てることを目的とし、招聘しまし

た。権利者との意見交換では権利者が期待する水際差

止の運用方法や、市場摘発に資する情報提供について、

大阪税関及び法務省法務総合研究所国際部への訪問で

は、日本の執行機関が権利者と連携して活発に模倣品

を排除していること、適切に処罰していること等が説

明され、ベトナムでの法執行のあり方について議論す

る好機となりました。 

 
⑥ミャンマー税関の水際措置に係る共同事業 

水際での侵害疑義品の差押えや権利者への適切な通

知を促すため、侵害発生国との共同事業と位置づけ、

真贋判定セミナーの実施に止まらず、複数回の協議を

通じて進捗状況の確認や課題解決のための情報提供等

を行いました。2016年度は、７月の真贋判定セミナー

の他、11月、12月、１月にフォローアップ協議を行い

ました。２月には世界税関機構（WCO）のプロジェクト

“WCO ACTION IPR A/P II”とも連携して期間中に集中

的に侵害疑義品発見に取り組む等、新たな施策も取り

入れ、推進しています。 

 

⑦フィリピン政府関係者の招聘 

 2016年11月にフィリピン執行機関（検察局、関税

局、元知財庁）を招聘し、フィリピン知的財産エン

フォースメントセミナーを実施するとともに、経済

産業省や東京税関との意見交換を行いました。また、

IIPPFメンバーとの意見交換では税関での水際差止

め、侵害品の摘発・廃棄や裁判の迅速化等について

意見交換を行いました。 

 
⑧インド税関職員向け知財保護セミナーの開催 

インドでの模倣品対策は、国内における民事・刑事

の司法救済が中心となっています。他方、税関での水

際差止めは、制度は整っているものの、差止め件数は

公表されておらず、僅少であると言われています。そ

こで、日本企業のインドにおける水際措置の円滑化を

目的に、インド財務省中央物品税関税局との協力の下、

現地法律事務所の専門家、WCOアドバイザー、日本関税

協会の専門家等を講師として、税関職員を対象とした

セミナーを2016年９月に実施しました。セミナーにお

いては、WCOの活動、日本における水際措置、インドに

おける知財権侵害事件の紹介や日系企業による真贋判

定情報の提供等が行われ、知財権侵害、水際措置につ

いての受講者の理解を深めました。最後に、インド関

税局からも自国の水際措置の制度及び運用が説明され、

質疑応答では日本の制度及び運用との相違点や、日本

の権利者が期待すること等について活発に議論されま

した。 

 

⑨アラブ首長国連邦知的財産協会（EIPA）及びドバ

イ経済開発局職員（DDED）の招聘 

2017年１月に、UAEから上記二機関の職員を日本へ

招聘しました。EIPAは現地で知財の普及啓発に取り

組む半官半民の組織で日本のIIPPFとは2015年に協

力同意書に署名していますが、この度、IIPPFはDDED

との協力同意書にも署名しました。招聘期間中、日

本の産業界に対するセミナー、意見交換会等を行い、

現地の法執行状況が共有されると共に現地機関が考

える望ましい真贋判定情報の種別や提供方法等につ

いて活発に議論されました。 

 
⑩イラン税関職員の招聘 

2017年２月に、イラン税関副長官等５名を招聘し

ました。これはイランに対する日本企業の関心が高

まりつつある中、主にバンダルアッバース港から流
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入する模倣品問題も潜在的な課題と思われることか

ら、水際措置の制度・運用に関する情報を収集する

こと、日本の水際措置等の取組を今後のイランの制

度改善の一助にしてもらうこと、今後の日イランの

協力関係を構築すること等を目的としたもので、期

間中はIIPPFメンバーとの意見交換、セミナー等を実

施しました。 

 
⑪エジプト知財保護セミナー 

 エジプトは人口9,200万人を超え、中東・アフリカ

地域最大級の市場であるが、中国やUAEを経由して流

入する模倣品が市場を汚染しているという問題等が

考えられます。 

この度、2016年11月に政府職員向けの知財保護セ

ミナーをカイロで開催し、政府関係者をはじめ60名

以上が参加しました。セミナーでは、エジプト特許

庁、検察庁、消費者保護庁やエジプト税関など、知

的財産権の保護や模倣品の取り締まりを担う政府機

関･部局の幹部から、エジプトにおける知的財産権保

護の現状や課題に関する講演、日本企業からは税関

職員などの実務者向けに、自社製品の真贋判定ポイ

ントを説明しました。模倣品対策室にとっては、本

セミナーはアフリカ大陸で初めて開催した真贋判定

セミナーとなります。 

 

⑫米国税関向け真贋判定セミナーの開催 

2017年２月に、世界有数の取扱量を誇るカリフォ

ルニア州ロングビーチ港の税関職員に向けて、ジェ

トロ、日系企業の協力の下、真贋判定セミナーを開

催しました。本セミナーは、模倣品対策室が米国で

初めて開催した真贋判定セミナーでありましたが、

多くの現場職員が参加し、模倣品と真正品の見分け

方等について活発な議論が行われました。今後も米

国の模倣品・海賊版被害について注視し、関係各社

との連携を強化していく必要があります。 

 
⑬ASEAN知財動向報告会の開催 

2016年５月に、ASEANにおける知財概況や、現地法

律事務所に関する情報、司法動向、データベース調

査、知財リスク調査といった運用や動向に関する比

較調査結果を日本の権利者に紹介する「ASEAN知財動

向報告会」を2015年に続いて開催しました。 

 

⑭インド知的財産法とエンフォースメントに関する 

国際会議における普及啓発事業の実施 

 2015年12月にインド・ニューデリーで開催された

「インド知的財産法とエンフォースメントに関する

国際会議」における日本ブースに真贋品を展示し、

会議に参加した知的財産実務者に対して、普及啓発

活動を実施しました。 

 
⑮実務者向け模倣品対策コースによる税関職員の招 

聘 

2017年１月、ブラジル、中国、インド、ラオス、

タイから税関職員を招聘し、日本における知的財産

権執行強化の取組を習熟させ、自国における知的財

産権執行強化のための能力を高める「実務者向け模

倣品対策コース」を実施しました。 

 

⑯TM５第３回悪意の商標出願セミナーの開催 

2016年３月に、東京にて、日米欧中韓の商標五庁

（TM５）の協力枠組みにおいて、我が国がリードし

て取り組んでいる「悪意の商標出願対策プロジェク

ト」の一環として、「第３回悪意の商標出願セミナー」

を開催しました。各庁担当者から、悪意の商標出願

に関する法制度、最新の事例及びその対応等につい

て講演が行われました。 

 
⑰著作権侵害発生国におけるトレーニングセミナー

の開催 

著作権侵害発生国の税関職員等取締機関職員に対

し、日本コンテンツの海賊版と正規品の真贋判定能

力を構築するためのセミナーを文化庁の主催により、

2016年度は以下の国・地域で実施しました。 

・台北（2016年８月）、高雄（2016年８月） 

・香港（2016年10月） 

・北京（2016年10月） 

・マレーシア ペナン（2016年11月） 

・ベトナム ホーチミン（2017年１月） 

・インドネシア ジャカルタ（2017年１月） 

 
⑱ベトナム政府関係者の訪日研修 

 文化庁では、著作権侵害発生国の著作権当局職員

や著作権集中管理団体職員等を対象に、訪日研修を

実施しています。 

 2016年10月には、ベトナムにおけるエンフォース

メント（権利執行）の強化を目的とした「著作権エ

ンフォースメント制度に関するスタディビジット」

を実施。ベトナム著作権局の副局長や、ベトナム文

化・スポーツ・観光省の局長等５名を受け入れまし

た。 

 研修に際しては、著作権等集中管理制度を含めた

我が国の著作権制度について紹介したほか、我が国

の著作権関係機関や知的財産高等裁判所、東京税関

等の執行機関を訪問しました。研修では、我が国コ

ンテンツの著作権侵害の実態や、侵害に対するエン

フォースメントの実際等について学ぶとともに、ベ
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誘導行為が、侵害コンテンツへのアクセスを容易に

し、著作権侵害を助長していることから、その対応

策の検討が求められています。リーチサイト等の実

態及びこれに関する課題、著作権制度に関する要望

について関係者からの意見聴取を行い、インターネ

ットの利用を過度に規制することにならないよう、

権利保護と表現の自由のバランスに留意しつつ、検

討を行っています。 

 

⑤特許庁 

 2016年10月に北京にて開催された、第５回TM５2年

次会合での合意に基づき、現在、我が国リードで、

「悪意の商標出願事例集」を作成しています。 

ODAによる取組では、JICAが、インドネシアで実施

する「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・

法的整合性向上プロジェクト」（2015年12月～2020

年12月）に特許庁から職員１名を長期専門家として

派遣し、知的財産権に関する執行・取り締まりの強

化を支援しています。 

また、ベトナムで実施した「知的財産権の保護及

び執行強化プロジェクト」（2012年６月～2017年３月）

に対しても、特許庁から職員1名を長期専門家として

派遣し、知的財産関連機関の執行能力強化に向けた

支援を行いました。 

更に、知財調査員を海外に配置し、各国の知的財

産権関連機関と緊密な関係を構築し、知的財産権制

度及び運用にかかる情報を収集するとともに、日本

企業の要望を踏まえ、各国の知的財産権制度の改善

や協力要請等を実施しています。また、現地法律事

務所等を活用し、侵害相談、情報収集、模倣品対策

マニュアル作成等を行っています。 

 
⑥法務省 

 ミャンマー連邦最高裁判所及び同法務長官府を対

象として行っているJICA「法整備支援プロジェクト」

に全面的に協力しており、2015年11月に知的財産に

関する有識者（大学教授）による現地セミナーを開

催したほか、2016年２月には、日本弁護士連合会等

が開催する知的財産に関するワークショップに協力

しました。このワークショップと連携する形で、同

年２月から３月にかけて、裁判所、日本弁護士連合

会、警察庁、特許庁、文化庁、税関、民間企業等の

協力を得て、プロジェクト実施機関であるミャンマ

ー連邦最高裁判所等の職員（裁判官及び検察官）の

みならず、知的財産を担当している科学技術省（現

在は教育省に統合）職員、税関職員、警察官を対象

として、知的財産の紛争解決システムなどをテーマ

にした本邦研修を行いました。 

さらに、国内有識者（元裁判官、大学教授、弁護

                                                  
2 日本国特許庁、欧州連合知的財産庁、韓国特許庁、中国国家工商行

政管理総局及び米国特許商標庁の商標五庁による協力枠組み。 

士等）を中心とした国内支援委員会を設立するなど

知的財産裁判制度設立を支援する体制を整備した上、

同年８月及び2017年２月に同委員会委員による現地

セミナーを実施するなど、ミャンマーに対する支援

を続けています。 

その他、JICAが知的財産事件の処理の予見性の向

上、知的財産法を含むビジネス関連法令の起草・審

査の整合性を向上させる手続の整備等を目的として

2015年12月に開始した「ビジネス環境改善のための

知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」に

特許庁とともに協力し、2016年２月から、検事２名

（１名は裁判官出身）を長期専門家としてインドネ

シアに派遣しているほか、プロジェクト実施機関で

あるインドネシア最高裁判所及び同法務人権省の職

員らを対象とした本邦研修及び現地セミナーを実施

するなど、インドネシアに対する支援を続けていま

す。 

 
⑦消費者庁 

 2012年11月１日の「消費者庁越境消費者センター3」

開設以来、海外の事業者との取引についてトラブル

に遭った消費者からの相談受付件数は、累計20,616

件となっています。中でも「インターネット通販サ

イトで有名ブランドの商品を購入したが、模倣品が

届いた」といった模倣品関連の相談が2,727件を占め

ており、特に、海外の事業者が日本の消費者向けに

運営しているウェブサイトでのトラブルが目立って

います（件数は全て2017年３月末時点）。 

 このため、消費者庁では、消費者トラブルの未然

防止及び被害拡大防止を目的として、CCJに寄せられ

た相談のうち、模倣品の販売等が疑われる悪質な海

外ウェブサイトに関する情報を消費者庁のウェブサ

イト上で公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けて

います（情報は定期的に更新されます。以下URL参照）。 

（参照URL）http://www.caa.go.jp/adjustments/index_1.html#m03 

 また、2014年12月に「インターネット消費者トラ

ブル防止キャンペーン」を実施し、模倣品関連を含

むインターネット通販トラブル等について、注意ポ

イント等を分かりやすく示したキャンペーンサイト

を開設するとともに、ウェブ広告を用いた消費者向

けの啓発活動を実施しました。本キャンペーンサイ

トは、継続的に消費者の皆さまへの注意を呼びかけ

るため、キャンペーン期間終了後も、消費者庁のウ

ェブサイトに掲載しています（以下URL参照）。さら

に、模倣品関連を含む、海外事業者とのインターネ

ット通販におけるトラブルに関する消費者向けの注

意喚起として、2016年２月に「海外事業者とのイン

                                                  
3 2015年度より独立行政法人国民生活センターへ事業移管し、「国民生

活センター越境消費者センター（CCJ）」と名称変更。 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150305 2.html 
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高人民法院、海関総署、国家知識産権局、双打弁公

室）に対してミッションを派遣して、各機関の行政

分野に関する建議等に基づき意見交換を実施してい

ます。 

なお、中央政府に対する取組とは別に、執行の現

場を指揮、監督している地方政府との交流を促進す

る観点から、2011年４月、広東省に官民合同訪中代

表団を派遣し、広東省人民政府汪洋書記をはじめと

する広東省人民政府の幹部との会談を行いました。

以来広東省との交流も回を重ねており、2017年２月

には第６回目となるミッションを政府と合同で派遣

し、知的財産保護制度の運用面を中心とした意見交

換を行っています。 

 

＜第２プロジェクト（中国以外の国・地域への対応

プロジェクト）＞ 

これまでの取組同様、2016年度においても、各国

で開催されるセミナーに権利者である会員企業が講

師として出席したほか、侵害発生国の政府職員等が

訪日して講演会や意見交換会が行われた際にも、自

社のビジネスとの観点から関心を有する会員企業が

出席するなどして交流を深めています。2016年度は

ASEAN地域、南西アジア地域、そして中東地域の国々

対し、現地での各種セミナー開催等の事業や対日招

聘を受けた活動を行いました。また中東地域に関し

ては、2013年以来となる官民ミッションを派遣して

おります。 

具体的な活動は次のとおりとなります。 

（イ）ASEAN地域 

［現地セミナーへの出席］： 

ベトナム ハノイ（６月）、同ラオカイ（11月）、

ミャンマー ヤンゴン（７月）、インドネシア ジャ

カルタ（８月）。 

［対日招聘への協力］： 

フィリピン（11月）、インドネシア（12月）、ベト

ナム（17年２月） 

（ロ）南西アジア地域 

［現地セミナーへの出席］： 

インド・ニューデリー（９月）。 

（ハ）中東地域 

［官民合同ミッションへの参加］： 

UAE、エジプトに（11月）。本ミッションでは、UAE

において首長国知的財産協会年次総会への参加や警

察をはじめとした執行機関への訪問、エジプトでは

警察、税関及び消費者庁を訪問しての意見交換や政

府機関向けセミナーに講師として参加。 

 ［対日招聘への協力］： 

イラン（17年２月） 

なお、第２プロジェクトの直接の活動ではありま

せんが、米国・ロングビーチで2017年２月に開催さ

れた真贋判定セミナーにも出席しています。 

 
＜第３プロジェクト（情報交換プロジェクト）＞ 

 本プロジェクトでは、IIPPF参加企業・団体の模倣

対策の体制強化を目的に、海外での有効な模倣対策

情報の交換と共有を図っています。2016年度は、計

３回の情報交換会を行いました。また通常、会合は

メンバーのみのクローズドの形式で行われています

が、閉じたメンバー以外にも参考事例として公開可

能な情報を共有するため、「中国、ASEAN等における

模倣品取締の成果と留意点」と題するオープンセミ

ナーを開催しました。 

 

＜第４プロジェクト（人材育成・普及啓発）＞ 

 本プロジェクトでは、模倣品問題の解決には、民

間レベルでの情報提供や人材育成協力等も重要であ

るとの観点から、一般国民等に対する知的財産普及

啓発活動を推進しています。2016年度は大学での講

座を活用した人材育成協力事業（計４回）、青少年向

け知財保護教育活動（計１回）、真正品／模倣品・海

賊版の展示（計２回）等を実施しました。 

 

＜第５プロジェクト（営業秘密保護）＞ 

 本プロジェクトでは、営業秘密の漏洩事例や対応

方法についての情報の提供、各企業の営業秘密保護

に関する意識喚起を目的としたシンポジウムを開催

しています。2015年度は７月に技術情報防衛シンポ

ジウムを開催し、出席者数は628名でした。 

 

＜インターネットワーキンググループ＞ 

 本プロジェクトでは、インターネット上の取引に

おいて発生する知的財産権侵害への対策を講じるこ

とを目的としています。2016年度は、外部講師の招

聘や会員企業自らが事例発表を行うなどの場として

の会合を東京で複数回開催したほか、中国において

杭州市当局及びアリババに対し模倣品対策に関する

申し入れ及び意見交換を行いました。 

 

［コンテンツ海外流通促進機構（CODA）］ 

2002年８月、著作権関係団体や日本のコンテンツ

産業等が積極的に海外に事業展開を図るとともに、

海外における海賊版対策を講じることを目的に、

CODA7が設立されました。CODAでは、侵害対策（CJ

マークによる海賊版の共同摘発、違法配信対策）、ア

                                                  
7 Content Overseas Distribution Association。2002年８月に発足。

2015年８月１日現在、18団体、34企業が参加。 
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を開いて、模倣品に関する情報共有を行い、また、

税関等の取締機関に対して真贋判定セミナーを実施

するなど、様々な活動が行われています。 

・(一社)日本自動車工業会 

  中国においては、お客様啓発を中心に活動。具体的には、

広州モーターショーおよび上海オートメカニカにおいて、

中国IPG自動車・自動車部品WGや（一社）日本自動車部

品工業会等と連携し自動車部品の模倣品使用の危険性に

ついて訴求するため、パネル展示やパンフレットの配布、

啓発動画の上映等を行った。啓発動画についてはWebでも

配信。啓発パンフレットについては、前年度実施した消費

者意識調査の結果を踏まえ、模倣ガラスの危険性を訴える

項目を追加し、お客様の安全を第一に考えた啓発活動を継

続している。 

上記活動に加え、日本の自動車ユーザーの多いタイにお

いて、模倣品の実態調査を実施。自動車部品の模倣品状況

に加え、看板、名刺、請求書等へのブランド侵害が確認さ

れる等、模倣品対策を考える上での有益な情報を収集し

た。 

アジア二輪車産業連盟（FAMI）において、模倣品に対

する取組について情報共有および対応策の協議を実施し

た。 

 

・(一社)電子情報技術産業協会 

模倣品対策における諸問題解決のための調査研究及び

検討を行い、関係組織と意見・情報交換を行うとともに業

界意見を提言。インターネット上の模倣品対策につき、消

費者の誤認混同を防ぐための適切な表示形式について実

態調査を踏まえ、インターネット事業者と意見交換を実施

した。 

中国税関における模倣品差止率向上のための施策とし

て、税関職員が検査する貨物を判断する際に参照する情報

について、現在登録されている情報に加えるべき他の有用

な情報に関する検討を行った。 

模倣対策を行う上での実務・管理面での問題に関する意

見交換会を実施し、各社の取組の参考とした。 

 

・(一社)日本自動車部品工業会 

  当工業会では１）流通調査、２）展示会等での啓発活動、

３）関係当局等への摘発要請、の3本を軸に反模倣品活動

をおこなった。１）については、会員企業からの要望が多

い対ASEAN地域対策として、会員企業8社の製品につい

てタイにおける模倣品流通調査を実施した。２）について

は、2016年11月下旬～12月上旬、上海で開催されたオ

ートメカニカ上海に54平米規模でJAPIAブースを設置、

参加会員企業9社のプレゼンやクイズラリー等を実施し

て、来場者への反模倣品啓発活動をおこなった。また、広

州モーターショーにおいて現地IPGブースで広報展示を実

施した他、一社）日本自動車工業会と連携して、中国動画

サイトに啓発映像を掲載、同国消費者に対して模倣品の危

険性を訴えた。３）については、2016年11月に、杭州

税関、杭州市余杭区市場監督管理局、合肥税関、上海税関

を6社の会員企業で訪問、ミニ真贋判定セミナーの実施等

で模倣品の摘発を要請した。また、杭州市余杭区市場監督

管理局においては、アリババ・グループ担当者とも面談、

ネット販売における今後の模倣品対策について意見交換

を実施した。さらに2017年3月には、知的財産権部会長

と事務局で北京の税関総署幹部を訪問し、中国地方税関に

おける模倣品摘発要請活動についての助言と後方支援を

お願いした。中国以外では、2017年2月に経済産業省/

ジェトロの招聘で来日したイラン税関関係者に対し、8社

の会員企業で真贋判定セミナーを実施した。 

 

・(一社)ビジネス機械・情報システム産業協会 

模倣品の生産国、流通過程から市場国まで一貫して対策

に取り組んでいる。模倣品生産国である中国では、刑事案

件を中心にトナーカートリッジの模倣品摘発を会員企業

共同で実施している。近年、模倣品業者の巧妙化により刑

事摘発が難しくなりつつあるが、様々な分析を行って摘発

活動の改善を進めている。インターネットでの知的財産権

侵害行為について、会員企業共通の課題に対し、エンフォ

ースメントおよび取引環境を改善するための新たな取組

を開始した。また、税関水際対策として、日本税関におい

て会員企業が共同して識別研修を実施している。 

 

・(一社)全日本文具協会 

毎年東京で開催される国際文具・紙製品展において、模

倣品の出品及び模倣品カタログの有無を調査し、模倣品が

発見された場合撤去を要請。大阪の展示会では、海外で発

見された文具の模倣品と真正品を比較展示することによ

り消費者への啓発を実施。また知的財産権セミナーを開

催。 

 

・(一社)日本縫製機械工業会 

特定の見本市及び世界市場を対象とした模倣実態調査

を定期的に実施している。 

 

・日本繊維産業連盟 

中国紡織工業協会との閒で2008年12月に「知的財産

権保護に関する了解覚書」を締結し、その後、必要に応じ

て情報交換を実施。 

 

・(一社)日本時計協会 

中国時計協会と知的財産権保護、模倣品対策について文

書にて意見交換を実施した。 

 

・(一社)日本ベアリング工業会 

ベアリングという製品の性質上、業界としての社会的責

任から模倣品対策に取り組んでいる。 

中国は、国内の模倣ベアリング流通が深刻であるばかり

ではなく、世界の模倣ベアリング流通は中国からの輸出に

よるものが大半であるため、世界ベアリング協会（WBA）

のメンバーとして、WBA の実施する中国政府機関（税関

総署、地方税関、地方公安等）へのロビーイングを自らリ

ードして参画し、中国国内外における模倣品流通に係る最

新の情報を提供している。 

またWBAでは、日本製品への信頼が高くまた日本製品

の主要な市場の一つである東南アジア対策も開始。今後は

これら地域への対策も進めていく。 

 

・(一社)日本舶用工業会 

会員企業36社で構成される「模倣品対策協議会」にお

いて、模倣品に関する事例や対策等について情報共有及び
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そのような模倣品・海賊版に対するアプローチの

一例として政府模倣品・海賊版対策総合窓口ではホ

ログラム等の模倣品対策技術に注目し、様々な模倣

品対策技術をまとめた報告書を公表しております。

この報告書は、具体的事例及び成果が複数掲載され

ていることから、模倣品対策技術の導入を検討する

際の参考資料として利用できるようになっています。 

なお、本報告書は、「政府模倣品・海賊版対策総合窓

口」ホームページからダウンロードいただけます。

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ 

 
（４）企業間連携 

個々の企業による模倣品対策には、人的・資金的

なリソースに限界もあるため、業種を超えた企業間

連携も重要です。現に、中国でIPG活動を行っている

企業や共同刑事摘発を行っているJBMIAは、これまで

の企業間連携を高く評価されております。中小企業

の企業間連携率は、担当者を対策に専念させる余裕

がない等の理由から、大企業に比べて低くなってい

る傾向が伺えます。中小企業個社での対応には限界

もありますので、情報共有や共同調査等の企業間連

携により、模倣品対策を実施していくことが重要で

あると考えます。 

 

（５）企業が求める公的機関等への支援施策 

ジェトロでは、毎年、企業、権利者のニーズに沿

ったテーマで知的財産保護に関する各種セミナー・

講演会を全国各地で開催しています。また、本編で

紹介したとおり、政府では、経済産業省に設置され

ている政府の総合窓口において、企業・権利者等か

らの知財保護に関する様々な相談に応じるとともに、

関係省庁の担当部署でも、その所掌に係る相談を直

接受け付けています。ジェトロでも、知的財産関連

の相談に対応しており、関係団体と連携して「ニセ

モノ相談ネットワーク」を設置して弁護士、弁理士

などの専門家が迅速、適切に対応する体制を整えて

います。 

さらに、権利取得や訴訟手続等に係る情報提供に

関しては、各国別に知的財産権の登録、行使等の方

法を詳細に解説した「模倣対策マニュアル」や重要

な判例・事例のポイントを解説した「知的財産権侵

害判例・事例集」を作成しています。また文化庁は、

侵害発生国・地域の著作権制度や、著作権侵害に対

する権利行使の方法を詳細に解説した「著作権侵害

対策ハンドブック」を作成して企業等に情報を提供

しています。 

引き続き政府又は公的機関等は、上記の企業のニ

ーズを踏まえつつ、支援施策の充実を図っていく必

要があります。 

  

○「模倣対策マニュアル」及び「知的財産権侵害判例・事例集」の掲

載サイト 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/man

ual.htm 

 

○「著作権侵害対策ハンドブック」の掲載サイト 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizokuban/ 
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３月には、EU競争担当相理事会が、知的財産権エン

フォースメントの強化を目的とする決議を採択、

2010年12月には、EU指令の適用状況に関する分析結

果を公表、2011年５月には、インターネット上での

模倣品販売対策に関するサービス提供者と権利者の

合意文書を公表、2016年６月には、知的財産権侵害

行為の制止を目指す覚書の円滑化及びモニタリング

に関する宣言をする等、模倣品対策に関する取組が

活発化しております。 

 一方、2012年12月には、欧州連合理事会によって

「2013-2017年知的財産権侵害撲滅のための税関行

動計画」が採択され、また、2013年６月には、「税関

における知的財産権の権利行使に関する新規則」を

採択、2014年１月１日から適用開始しています。 
税関における知的財産権の権利行使に関する新規則の 

主な特徴 

 

・ 対象となる知的財産権の範囲を、商号、半導体回路配置利用、

実用新案、技術的保護措置を迂回する装置等にも拡大 

・ インターネット販売により増加している小規模貨物における模

倣品・海賊版に対して、簡素化された特定の手続が導入され、

押収された製品を権利者の関与なく廃棄することが可能となる

・ 知的財産権の侵害が疑われる製品について、製品の所有者が廃

棄に対する明示的な反論を行わなかった場合には、製品の廃棄

に合意したとみなすことを加盟国に義務化 

・ 旅行者の個人的荷物に含まれる非商業的製品は、新規則の範囲

から除外される（従前は免税の範囲内であったものがその数量

的な範囲の規定が削除された） 

・ 保管費用や廃棄費用の扱い（差止申立者が負担するものの、差

止申立者が当該負担を侵害者等に請求することは妨げられない

との記載を追加） 

EUIPOでは、2014年２月に公表された「知的財産権

の侵害に関する欧州監視部門の2014～2018年の多年

次計画」（知的財産権の侵害に関する欧州監視部門）

の枠組みに基づき、2015年12月には「ワークプログ

ラム2016」を発表しました。さらに2016年６月には

2020年までの活動指針を定める「戦略計画2020

（Strategic Plan 2020）」を公表し、この計画に基

づく年間行動計画である「ワークプログラム2017」

を2017年２月に発表しました。 

また、2014年11月にEUIPOが構築した知財データベ

ースは、権利者が登録した情報に欧州刑事警察機構

（Europol）を始め欧州各国の税関や警察からのアク

セスが可能となっており、知的財産権エンフォース

メントにおける権利者と取締機関の連携強化が図ら

れています。さらに2016年７月、EUIPOとEuropolは、

知的財産犯罪に関する対策連合（IPC３）を設立し、

クロスボーダー捜査の円滑化、オンライン上の知的

財産犯罪の監視、公衆の意識向上活動等に取り組ん

でいます。 

EUIPOは、2016年４月にOECDと共同で、「模倣品・

海賊版の違法取引に関する報告書」を公表しました。

この報告書には、模倣品・海賊版の世界貿易額は

4,610億ドル（世界貿易額全体の2.5％に相当）であ

り、模倣品・海賊版により最も被害を受けている国

は米国であり、次いでイタリア、フランス、スイス、

日本、ドイツであること等が公表されています。 

なお、EUは、中国との間では、EU-China Dialogue 

及びその下に設置されたワーキング・グループ（WG）

で知的財産保護に関しての協議（2016年11月に第19

回WGを開催）を実施しており、ASEANとの間では、第

一次協力プロジェクト（ECAP I）（1993-1997年）及

び第二次協力プロジェクト（ECAP II）（2000-2007

年）に引き続く、第三次協力プロジェクト（ECAP Ⅲ）

（2013-2017年）が2017年２月に総括され、さらに新

たな協力プロジェクトが、2017年後半に開始される

予定です。 

日本との間では、2003年以降、知的財産権の保護

とエンフォースメントに関する日・EU行動計画の枠

組みのもと、「知的財産権に関する日・EU対話」を年

に１回開催し、知的財産権に関連した広範な問題に

ついて話し合いを行ってきました。2012年４月に開

催された第９回日・EU知財対話では、日・EUの第三

国との関係及び第三国に関する協力、知的財産の法

的枠組み・政策に関する日・EU双方の関心事項、及

び、ACTA等の多国間の場での協力について意見交換

を行いました6。また2013年春からはEPA交渉が開始

され、2017年３月末時点で、17回の交渉会合が行わ

れております。 

また、2016年２月、ジェトロデュッセルドルフ事

務所を事務局として欧州IPGが設立され、現地日系企

業のための知的財産ネットワーク強化が進められて

います。 

欧州では今後単一特許、統一特許裁判所の運用開

始、英国のEU離脱（BREXIT）に関する影響等、様々

な状況の変化が考えられるところ、模倣品対策の観

点でも引き続き動向を注視していく必要があります。 

                                                  
6 なお、EU及び22のEU加盟国は2012年１月にACTAに署名しましたが、

2012年７月の欧州議会ではACTAへの参加の承認は得られず、今現在も

承認されていない状況です。 
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この司法解釈においては、専利訴訟実務において

問題になっている様々な論点について解釈が示され

ています。 

さらに、2011年11月に国務院から公布された「知

的財産権侵害および模倣品・粗悪品の製造・販売の

摘発活動の更なる徹底に関する意見」における、権

利侵害及び模倣品・粗悪品関連行為を効果的に摘発

するために法制度を強化すべきとの指摘を踏まえ、

中国国家知識産権局は、2012年８月及び2015年４月

に、専利法改正草案をそれぞれ公表し、2015年12月

には、国務院法制弁公室において送審稿が公表され

ました。 
 

2015年12月中国専利法改正案（送審稿）における 

主な改正条文（概要） 

 

(1) 意匠権の保護期間の延長（10年から15年） 

(2) 行政執行機関による専利権侵害行為の取締り（行政処罰の課

徴、没収及び廃棄処分が可能に） 

(3) 双方当事者は技術評価報告を自発的に提出できる旨を規定 

(4) 司法機関への文書提出命令権限の付与の明確化 

(5) ネット上の専利権侵害の場合の、特定電気通信役務提供者の対

応義務 

(6) 故意侵害への懲罰的賠償制度の新設 

(7) 行政執行機関への悪質な侵害行為の摘発、制止機能の付与 

(8) 行政罰の高額化 

(9) 国立研究開発機関、高等教育機関による職務発明創造の活用促

進 

(10) 間接侵害規定の新設 

(11) 部分意匠制度の導入 

〔詳細：参考資料５参照〕 

②商標法の改正等 

商標権関係では、2009年４月、中国国家工商行政

管理総局は、著名な商標の認定申請に関して、公衆

の認知度等を認定要件として盛り込むこととしまし

た。また、11月には、商標代理人の監督を強化する

ために商標代理人管理弁法を公布しました。 

さらに、2013年８月、全国人民代表大会常務委員

会において、改正商標法が正式に可決され、2014年

５月から施行されています。同改正商標法では、エ

ンフォースメントや冒認出願対策を強化する規定が

追加されました。今後は、改正商標法に基づく運用

に注目していく必要があります。 

中国改正商標法 概要 

 

(1) 音声商標の導入 

(2) 一出願多区分が可能であることの明確化 

(3) 審査意見書制度の導入 

審査意見書とは、審査の過程において、商標局が商標登録出願

の内容について説明又は修正する必要がある場合に、出願人に

対して出すもの 

(4) 商標登録異議申立ての主体等の制限 

(5) 信義誠実の原則の明文化 

(6) 馳名商標の認定の個別性の明文化 

(7) 契約・業務関係者等による冒認出願の禁止 

(8) 他人の馳名商標を商号として使用することの禁止 

(9) 商標代理組織に対する監督の強化 

(10) 間接侵害も、商標権侵害行為に含まれることの明確化 

(11) 損害賠償額の引上げ 

(12) 再犯者の厳罰化 

(13) 行政処分の際のリーニエンシー規定の導入 

(14) 証拠提出命令規定の追加 

 

③反不正当競争法の改正 

反不正当競争法関係では、全人代が、2017年２月

に改正草案を公表しました。同改正草案においては、

商標、企業名、ドメイン名などの商業標章間の抵触

について、他人の周知な商業標章と同一又は類似の

商業標章の無断使用を禁止し、また規定内容の明確

化がなされています。 
 

2017年2月反不正当競争法改正案の 

権利侵害対策関係概要 

 

■不正競争行為の明確化 

 ・知名商品特有の名称、包装、装飾を無断で使用し、又は知名商品

に類似する名称、包装、装飾を使用して、他人の知名商品との混同

を生じさせ、人々に当該知名商品であると誤認させること「商業標

章」の定義規定を設け、商品の形状やドメイン名等も「商業標章」

として保護対象となることを明確化。 

・他人の企業名称及びその略称、屋号、又は他人の名前、ペンネー

ム、芸名、又は社会組織の名称及びその略称を無断で使用し、人々

に他人の商品であると誤認させること 

・他人のドメインの主体部分、ウェブサイト名称、ウェブページ及

びチャンネル、番組、コーラムの名称及び標識等を無断で使用し、

人々に他人の商品であると誤認させること。 

・他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称の中の屋号として

使用し、公衆をミスリードすること。周知な屋号やその略称等をド

メインの主体部分等へ使用し、市場混同をもたらす行為を不正競争

行為として規定。 

■キャッチオール条項の追加 

 ・国務院工商行政管理部門にて、或いは国務院工商行政管理部門が

国務院関連部門と共同で研究を行い、不正競争行為に該当すると認

定すべきである旨の意見を提出し、国務院にて不正競争行為に該当

するかの決定してもらう 

 
④著作権法の改正等 

著作権関係では、WTOのパネル判断に対応するため、

2010年２月、著作権法が改正され、同年４月に施行

されました。同改正により、法により出版・伝達の

禁止されている著作物であっても著作権法の保護対

象となりました。また、2009年４月には、著作権行

政処罰実施弁法の改正を行っています（2009年６月

施行）。 

最近の動向としては、2012年３月及び７月には版

権局から著作権改正法案が公表され、2014年６月に

は国務院法制弁公室から著作権改正法案が公表され

ています。条文案においては、法定賠償額が、従来

の50万元以下から100万元以下への引上げ規定、２度

以上の権利侵害を故意で行った場合の（損害賠償額

を通常の２倍から３倍にすることができる）懲罰的

３倍賠償規定、証拠提出命令規定等が盛り込まれて

います。 
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⑤税関関連法の改正 

中国海関総署は、税関における知的財産保護の強

化を図るため、2009年２月に「知的財産権税関保護

条例実施弁法」を改正し、職権による調査権限や侵

害品の輸出入者の公安当局への移送等を強化しまし

た（2009年７月施行）。2008年４月にも、対象業者の

拡充や知的財産侵害物品の輸出入で数度にわたって

処分を受けた業者に対して、管理を厳重にすること

を含む「改正税関企業分類管理弁法」を施行してい

ます。 

また2010年３月、知的財産権税関保護条例が改正

されました。同改正により、WTOのパネル判断に従い、

商標権侵害品については、単に貨物上の商標標識を

除去するだけで市場に再還流させることが許されな

い旨が明記されました。 

 
⑥インターネット関連法の制定 

2009年12月、権利侵害責任法が制定され、2010年

７月に施行されました。同法においては、インター

ネットユーザーがインターネットを利用して侵害行

為を実施したものについて、権利者がネット運営者

に通報して関連内容の削除等を求める権利を有する

旨等が明記されました。 

また2010年５月、中国国家工商行政管理総局はイ

ンターネットでの商品取引及び関連サービス行為の

管理についての暫定弁法を公布し、同年７月に施行

されました。2011年には、同弁法等に基づく摘発強

化に関する通達を発出しています7。 

さらに、「インターネット情報の保護を強化するこ

とに関する決定」が2012年12月28日に公布、施行さ

れ、また「情報ネットワーク伝達権の侵害に関する

民事事件における法律適用の若干問題に関する規定」

が2012年12月17日に公布され、2013年１月１日に施

行されました。これらの決定・規定により、インタ

ーネット情報の保護の強化が図られるとともに、ネ

ットワークサービス提供者の著作権侵害責任の範囲

に対する最高人民法院の考え方が整理・統一されま

した。 

加えて、2014年３月より、上記暫定弁法に代わり、

インターネット取引管理弁法が施行されています。 

権利侵害責任法におけるインターネット関係規定 

（概要） 

 

■権利者の削除請求権について 

インターネットユーザーがインターネットを利用して侵害行為

を実施したものについて、権利者はネット運営者に対して関連内

                                                  
7 ネットショッピング分野における知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品

の製造・販売関連法事件に対する摘発業務の積極的に実施に関する通達

（2011.３）、省をまたぐインターネット商品取引及び関連サービスの違

法行為の摘発業務の強化に関する意見（2011.５）  

容の削除等を求める権利を有する。 

■ネット運営者の責任 

ネット運営者が、権利者からの通報を受けても必要な措置を講

じない場合には、拡大損害について、侵害行為を実施したインタ

ーネットユーザーと連帯責任を負う。また、ネット運営者は、ネ

ットユーザーが他人の利益を侵害しているのを知りながら、必要

な措置を講じなかった場合は、侵害行為を実施したインターネッ

トユーザーと連帯責任を負う。 

 
インターネット取引管理弁法（2014年３月施行） 

（概要） 

 

■クーリングオフ 

消費者は、インターネット上で商品を買った場合、商品を受け

取った日から７日以内に、理由を説明せずに返品する権利を有す

る。消費者が返品した商品は、完全なものでなければならない。

インターネット商品経営者は返品商品を受け取った日から７日以

内に、消費者が支払った商品代金を返却しなければならない。返

品商品の運賃は消費者が負担する。インターネット商品経営者と

消費者の間に別途約定がある場合、約定に従う。 

■インターネット上で商品取引を行う自然人の義務 

インターネット上で商品取引を行う自然人は、第三者が運営す

るプラットフォームを通じて、インターネット上での商品取引に

従事しなければならない。 

■プラットフォーム加入者の情報公開 

プラットフォーム運営者は、プラットフォーム加入者の営業許

可書に記載された情報又はその営業許可証の電子リンクを公開し

なければならない。 

■プラットフォームの内容の明確化 

プラットフォーム運営者は、プラットフォーム加入者が販売し

ている部分と、プラットフォーム運営者自身が販売している部分

とを明確に分けなければならない。 

■不正競争行為の明確化 

インターネット上で商品取引を行う者等が従事してはならない

不正競争行為が具体的かつ広く規定された。 

■SAICの調査権限の強化 

立入調査やデータ・資料の検閲等の権限を規定。 

〔詳細：参考資料６参照〕 

 
（３）法執行（エンフォースメント）の状況 

①特別摘発活動 

2010年10月、温家宝総理の指示の下、中国政府は、

2010年10月から2011年６月（当初は３月までの予定

を延長）にかけて、中国全土において知的財産権侵

害を摘発する特別行動を実施しました。本特別行動

においては、①製造部門における管理監督の強化、

②市場部門における監督管理の強化、③輸出入及び

インターネット等の領域における知的財産権の保護

の強化、④刑事司法による摘発の強化、⑤政府機関

における正規ソフトウェアの全面的使用、⑥知的財

産権保護の宣伝の強化が基本方針として挙げられま

した。 

このような国を挙げた特別活動は従前から日本と

しても要請してきたものですが、各法執行機関によ

り、知的財産権侵害に対する摘発が多数実施されて

います。その成果として、期間中130億元相当の刑事
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案件を処理し、前年同期比で４倍以上の実績をあげ

たこと等が公表されています8。 

 

②主な政府機関における摘発状況9 

［工商行政管理局］ 

2016年の中国全国の各級工商行政管理局による

知的財産権侵害処理件数は全国で49,000件でした。 

 

［海関］ 

2016年、海関（中国税関）が講じた知的財産権

保護措置は１万9,500回余り、知的財産権侵害の嫌

疑により差押えた輸出入貨物は１万7,400 ロット

余り、侵害商品は4,205万8,200点に上りました10。 

 

［版権局］ 

国家版権局は公安部（警察）、工業・情報化部、

国家インターネット情報弁公室等と連携して、イ

ンターネット上の権利侵害・海賊版を摘発する「剣

網行動」を実施し、摘発件数は514件、行政処罰の

罰金は467万元でした。また、司法機関への移送は

33件、案件に係る金額は２億元でした11。 

 

［公安部・検察院］ 

刑事救済では、2016年に全国の公安部門の摘発

件数は１万7,000件で、事件に関係した総額は46

億2,600万元でした。また、中国全国の各級検察院

が審査し起訴した知的財産権侵害に関わる犯罪事

件は2,251件3,797人でした。  

 
（４）地方政府の取組 

中国中央政府による法制度の整備が進められても、

地方政府関連部局による執行が伴わねば問題解決に

はつながりません。また、これまで、中国における

知的財産権侵害に対する取締り上の重要な問題点の

1つとして、「地方保護主義」が挙げられてきたのも

事実です。このため、地方政府の知的財産保護の取

組は引き続き注視していくべきものです。中国中央

政府も、権利侵害及び模倣品・粗悪品の摘発作業に

対する重視度が不十分で、権利侵害及び模倣品・粗

悪品関連行為が依然として多発している地区がある

との認識から、前述の「全国知的財産権侵害及び偽

造・粗悪商品製造・活動取締特別活動」に基づいた

                                                  
8 http://ipr.cntv.cn/ 
9 （出典）国家知識産権局「2016年中国知的財産権保護状況（抜粋）」

http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2016zgzscqbhzkbps.pdf 
10http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info84663

9.htm 
11 

http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/upload/files/2017/4/252

31828313.pdf 

取締りが継続的に実施され、また、①法に基づいた

権利侵害と模倣・粗悪行為の厳格な摘発や、②権利

侵害及び模倣品・粗悪品の摘発に関する規制・奨励

体制の確立・健全化などを求める「知的財産権侵害

と模倣・粗悪品の製造・販売に対する摘発の更なる

徹底に関する国務院の意見」（2011年11月公布）を受

けて各地方政府においても特別摘発活動の実施や監

督体制整備にかかる行動計画策定などが進められて

います。 

その中で、注目されるものとして、広東省政府の

取組があげられます。広東省は知的財産保護の意識

も高く、広東省政府の主導により、取締状況等の情

報を部門間で共有する情報システムの構築などを内

容とする「広東省模倣劣悪商品生産・販売違法行為

取締条例」の整備（2012年11月修正された条例の施

行）や「三打両建」活動、「知的財産戦略の徹底実施、

イノベーション主導型発展の推進に関する行動計画」

の発行（2015）など独自の取組が積極的になされて

います。広東省はその経済活動の規模や工業化の進

展などを背景に日本企業の模倣品被害も中国国内で

最も多い地域の一つですが、三打両建活動では、多

くの日本企業の知的財産権の侵害に対する摘発活動

が行われました。今後、このような先進的な取組を

モデルとして全国的に展開されることが期待されま

す。 
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に特徴があります。最近は中国でも、各種知的財産

関連法（改正法や改正案）において、法定賠償額の

増額化、再犯等に対する懲罰的賠償等が定められて

おり、また実務上における損害賠償の算定基準の適

正化や賠償金額の高額化も図られるようになってき

ていますが12、訴訟費用等を回収するまでには至ら

ないケースが多いことや、未だ実務上不透明又は地

域によって不統一な点が少なくないことから、民事

救済手続を利用する日本企業の数は行政処分を利用

する数に比べて少ないのが現状です。他方で、行政

摘発が実現した場合に、侵害者に対して民事救済を

提起し、損害賠償を獲得するという日本企業は増加

していると言われています。 

今後は、民事救済の利用も効果的に組み合わせて

いく必要があり、民事訴訟を利用しやすい環境整備

が求められています。 

 
②行政摘発について 

日本企業が最も利用している救済手続は、商標法

違反・不正競争防止法違反に基づく工商行政管理局

への摘発要請です。それ以外の製品品質違反に基づ

く質量技術監督局への摘発要請、及び海関（税関）

への輸出差止めを含め、行政救済措置が主流である

のが現状です。 

その中で、最近の傾向としては、侵害行為の巧妙

化やデジタル化・ネットワーク化に伴い、こうした

権利侵害が輻湊化するケースが増えています。輻湊

化とは、一つの侵害行為が、商標権侵害、著作権侵

害、製品品質違反など複数の権利を侵害しているケ

ースを言いますが、下記に挙げた事例は、商標権侵

害行為について著作権を活用して摘発した典型的な

事例です。事例１のケースでは、権利者が、特許権

や商標権を中国で取得していなかったため、侵害者

に対して権利を主張できず、その代替手段として、

権利取得を必要としない著作権をうまく活用して摘

発に成功した事例であり、また、事例２は、巧妙化

する知的財産権侵害に対抗して、著作権を有効に活

用して侵害者の摘発を行ったものです13。 

 

                                                  
12 2007年６月、ヤマハ発動機(株)が原告となった商標権侵害事件で約１

億3,200万円の損害賠償額の支払いを命じた判決が最高人民法院から下

され、同年11月には（株）ケンウッドが約6,665万円の高額判決を獲得

しました。 
13 その他、著作権活用の優位性は、①日本では認定されにくいものま

で、中国では広く著作権性を認定する傾向にあること、②著作権は予

め権利を取得する必要がないため、取得忘れにより主張ができなくな

ることがないこと。③著作権侵害の刑事訴追基準には侵害製品の点数

基準が設けられており刑事移送されやすいこと等が挙げられます。 

権利侵害の輻湊化を活用して対応した事例 

【事例１】（株）安川電機のインバータ・ソフトウェア著作権侵害事

件  

 中国広州において、㈱安川電機のインバータを模倣した製品が発見

された。安川電機は中国において、当該製品に関する特許権、意匠権

等の権利取得を行っておらず、法的措置を講ずることができなかっ

た。そこで模倣品を入手して調査・分析を行い、インバータの専用IC

に組み込まれているソフトウェアの著作権に基づいて権利行使を行

った。国家版権局に申立てを行い、広東州版権局が摘発を実施した。

インバータ67台等を差し押さえて鑑定した結果、摘発した製品のソフ

トウェアが真正品と同一と判断され、著作権侵害が認定され、重い処

分が適用された。（侵害品の販売行為の停止、侵害品の没収、12万元

の過料）  

 

＜資料＞特許庁委託調査「インバータ・ソフトウェア著作権侵害事件

摘発ドキュメンタリ」（2005年３月 ジェトロ経済分析部） 

 

【事例２】（株）バンダイにおける中国でのキャラクター商品侵害対

策 

 バンダイは、ガンダムのプラモデル等の模倣被害に対抗するため、

2002年から中国市場での模倣品対策を開始した。当初は商標権侵害の

摘発を中心としていたが、近年は手口が巧妙化し、その対抗手段とし

て、著作権を活用した対策を実施している。2008年８月、中国公安局

（警察）に依頼して著作権侵害を理由に工場を摘発。模倣品19,964

個、多数のパッケージ・取扱説明書を押収した。当該侵害行為は、刑

事事件として立件される方向。  

 

＜資料＞「TRIPS研究会報告書」（2009年３月 公正貿易センター）～

（株）バンダイにおける中国でのキャラクター 

 

【事例３】ハウスマークのロゴの著作権侵害を理由に冒認商標出願対

策 

 A社が中国で所有する商標と全く同一の商標が、異なる商品分野で

冒認出願された。A社は、馳名商標であること等、様々な理由を列挙

して、異議申立てを行った。最終的に冒認商標出願を阻止できたが、

その理由は、ハウスマークに記載されていたロゴが、日本で著作権登

録されていたことが理由であった。  

 

＜資料＞経済産業省への相談事例 

なお、取締当局（AIC、TSB等）では、日本企業か

らの要請がなくとも、模倣品・海賊版侵害に対する

自主的な取締りを実施しており、日本製品の模倣品

が自主摘発されるケースもみられます（図表５）。特に、

前述（４）の広東省における「三打両建活動」に基

づく摘発では、自主摘発の比率が多かったとの評価

も聞かれます。 

自主摘発を含め摘発件数が増加する要因として、

日本企業の正規品と模倣品を見分けられる取締担当

者が増加していることが挙げられます。日本の業界

団体・企業、ジェトロ等は、中国の取締担当官を対

象として真贋判定セミナーを中国各地で開催してお

り、こうした日本の努力が取締りの成果に影響を与

えていると考えられます。今後も、取締当局の自主

摘発を促していくためにも、真贋判定セミナーなど

の人材育成、交流活動を継続していくことが重要で

す。 
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る司法救済の強化が図られています。さらに、2011

年12月には、最高人民法院は、通達18を発出し、司

法による知的財産権保護の強化に取り組む姿勢を明

確にしました。 

それまでにも、2008年２月には、類似商号・商標

を自社名として登録・使用する、いわゆる「傍名牌」

行為を審理において厳しく判断するという規定19が

公布され、2009年４月には、「著名な商標」の訴訟に

関して、極めて有名な商標における立証責任の軽減

措置等を盛り込んだ司法解釈20が定められています。 

知的財産裁判所の設置の検討が進められていまし

たが、2014年８月の全人代において、北京、広州、

上海に知的財産法院が設置されることが決定し 

ました21。また、2014年11月より「最高人民法院に

よる北京、上海、広州知識産権法院における案件管

轄に関する規定」が施行され、知的財産法院の管轄

が明確化されました。22 

さらに、2013年11月には「人民法院のインターネ

ット上での裁判文書の公開に関する規定」が発表さ

れ、判決文が原則として公開されることとなりまし

た。同規定は、2016年8月に修正版が公布され、イン

ターネット上での公開裁判文書の範囲を、判決書、

裁定書、決定書、支払令、行政調停書等に拡大、明

確されました。 

 
（７）その他の活動状況 

①展示会、博覧会での取組 

中国で開催される展示会や博覧会、交易会に日本

製品の模倣品が出品されることも多く、模倣品が中

国国内や海外に販売されるルートの一つとなってい

ます。特に広州交易会23や上海交易会のような外国

人バイヤーも大勢訪れる大型展示会は、模倣品業者

にとっても海外オーダーを獲得する絶好の舞台とな

っています。 

こうした問題に対処するため、2006年３月に「展

示会における知的財産権保護弁法」24が施行され、

                                                  
18 「知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな

発展・繁栄を推進し経済産業省の自主的協調的発展を促進する上

での若干の問題に関する意見」(2011.12)  
19 「登録商標、企業名称が先行権利と衝突する民事紛糾案件の審理に

係る若干の問題に関する規定」 
20 「馳名商標の保護をめぐる民間紛争案件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」 
21 「北京、上海、広州における知的財産法院の設置に関する全国人民

代表大会常務委員会の決定」（2014.８.31） 
22 

http://www.chinacourt.org/law/detail/2014/10/id/147980.shtml 
23 中国製品の海外への輸出を促進するため、1957年から春秋の年２回

開催される中国最大、世界有数の大型展示会として知られています。 
24 同弁法は、現在改正に向けた検討中であり、知的財産権侵害行為を

行った者に対する展示会への参加禁止等の制裁の強化等が検討され

ています。 

展示会主催者による展示物の事前審査や、展示会内

に権利者向けクレームセンターを設置して、取締当

局が駐在するなどの取組が行われています。また、

展示会主催者に対してシンポジウムを開催するとと

もに、展示会主催者が出展者に知的財産保護承諾書

への同意を求め、規約を遵守しない企業に対して出

展資格を剥奪する等の取組も行われています。さら

に、省・市単位でも、展示会知的財産権弁法に関す

る法規が制定されている場合があります25。 

展示会での告発、クレームは、意匠と実用新案の

権利侵害が多く、侵害された企業は中国の国内企業

がほとんどですが、商標権侵害については、日本企

業を始め外国企業に関わる侵害が9割以上となって

います。今後も、展示会での知的財産保護の徹底を

図る必要があります。 

 

②国民への啓発活動 

「国家知的財産権戦略綱要」の実施・徹底を進め

る一環として、各省で知財保護の重要性を教育する

試みが実施されています。 

雲南省昆明市の知識産権局と教育局、科技局は、

2008年から市内の小中学校30校で知的財産権教育の

試行作業を開始し、小学六年生、中学二年生、高校

二年生を対象に、年間8時間の授業が行われています。

2009年秋からは、新たに38校が加わり、知財教育が

行われている小中学校は合計68校、生徒35,344名に

達しています。 

福建省の知識産権局と教育庁、科学技術協会は、

省内の小中学校の中から知的財産権の教育を試行す

るためのモデル校を指定して、そのリストを公表し

ています。試行期間は２年で、成功を収めたモデル

校の経験は全省に広める予定です。 

浙江省でも社会全体の知的財産権意識の向上を狙

い、省内のすべての小学・中学のカリキュラムに知

的財産権の内容を導入していくことを明らかにして

います。また、大学における知的財産権専攻の設置

や、幹部、公務員、企業管理職、技術者を対象とす

る知財研修を奨励し、弁護士への知的財産権知識の

普及強化などを進める方針も示されています。 

湖南省でも、省の知的財産権侵害と模倣品製造販

売摘発活動指導グループと省の知的財産権協調指導

グループは、2013年４月に「湖南省知的財産権侵害・

模倣品製造販売摘発活動PRウィーク」を開催しまし

た。そのテーマは「知的財産権戦略を実施し、権利

侵害と偽物を厳しく取り締まる」であり、開催期間

中の様々な活動を通じて、摘発活動のPRを強化し、

                                                  
25 例えば、広州市展示会知的財産権保護弁法、北京市展示会知的財産

権保護弁法等があります。 
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一般の人々が摘発活動の進捗と成果を一層理解でき

ることを目標にしました。 

さらに、広東省は2002年から小中学校の生徒たち

を対象とした知的財産権教育の普及を開始し、2004

年には佛山市·南海区全ての小中学校で知的財産権

教育を導入しました。その経験を踏まえて、2006年

に「広東省小中学校知的財産権教育パイロット活動

プラン」を作成し、2009年に全省範囲の知的財産権

モデル学校認定作業を始めました。省知識産権局の

責任者によると、広東省は2015年までに350校の小中

学校で知的財産権教育を導入し、60校の省級モデル

学校を認定することとしています。 

こうした中、ジェトロでは、2010年度に、４回、

北京市内の小学生を対象とした普及啓発活動を実施

し、着ぐるみ劇を通じた知的財産権の説明などを通

じて、知的財産権の重要性について、啓発活動を実

施しました。また、2011年１月には、北京市の地下

鉄王府井駅にて知財啓発ポスターを展開、同年２月

から3月には、北京市海淀区中村関の電子市場に知財

保護を訴える掲示版を展開する等、中国内での知財

権保護の啓発活動を実施しています。 

さらに、2008年から広州モーターショーにて、消

費者向け啓発ブースを設置し、模倣部品の危険性を

訴えるビデオ上映やパネル展示等を通じて、販売業

者や消費者向けに自動車部品にかかわる啓発活動等

を実施しました。 
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３．その他の国・地域の動向 

（１）東南アジア 

日本にとって、東南アジア諸国連合（ASEAN）は、

中国に次ぐ規模の貿易相手であり、2008年以降、日・

ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)が順次発効し、知

的財産の保護及び権利行使に関する情報交換を促進

することや、知的財産に関する特別小委員会の設置

などが規定されるなど、経済関係の強化とともに、

知的財産の保護のためのツールが整備されています。 

また、2010年１月には、中国・ASEAN自由貿易協定

（ACFTA）が発効し、両国・地域間で取引される品目

の90％の関税が撤廃され、当該地域間での貿易・投

資活動が活発化することに伴って、中国からASEAN

諸国への模倣品の流通が懸念されます。 

模倣被害を防ぐための取組の一つとして、主に海

外の執行機関を対象としたジェトロ主催の「真贋判

定セミナー」を開催するとともに、セミナーに参加

する企業のみならず、日本産業界全体へ広く裨益で

きるよう、執行機関の意識啓発や能力向上に資する

ような意見交換を実施しています。 

また、ASEAN諸国では判例や審決例を公開していな

い又は英語以外の現地語のみで公開されている場合

も多く、判決や審決の内容を正確に把握することが

困難であるとの事情に鑑み、2015年度に「ASEAN主要

国における司法動向調査」を実施しました。本調査

では、対象国26における商標権侵害及び意匠権侵害

を原因とし、類否判断が主な争点となった判例及び

審決例を収集し、その要約を作成するとともに、対

象国における知的財産訴訟及び行政手続の件数等に

関する統計データをまとめています。 

さらに、ASEAN地域におけるインターネットの普及

により、オンライン上での模倣品被害が増加してい

る状況に鑑み、2016年度にASEAN主要国27を対象に

「ASEAN地域におけるインターネット上の模倣品対

策に関する調査」を実施しました。本調査では日本

製品の通信販売が行われている主要なショッピング

サイト等をピックアップし、当該サイト内で模倣品

と疑われる製品の販売が確認できた場合、権利者が

行使しうる具体的な模倣品対策を調査し、紹介して

います。 

なお、下記に列挙した国以外にも、フィリピンに

おけるデザイン模倣二輪車等、様々な被害事例が報

告されており、日本企業の関心が急速に高まってい

ます。 

                                                  
26 インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ 
27 タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール及び

ベトナム 

 

（タイ） 

タイにおいては、衣類、薬、時計、バッグ、化粧

品、電子部品、自動車部品等の模倣品が広く出回っ

ており、昨今ではタイ国内で大小様々な企業が関与

しての模倣品製造も行われています。2013年に国家

知的財産執行センター（NICE：National 

Intellectual property Center of Enforcement）が

設置されてからもこの状況に変化はありません。こ

うしたタイの状況に関しては米国もかねてから懸念

を表明しており、模倣品対策への積極性が見られな

いとして、スペシャル301条報告書において優先監視

国に指定されています。これに対しタイ政府は2016

年に、短期、中期、長期計画から成る20年間の知的

財産（IP）ロードマップを策定し、短期計画におい

ては、レッドゾーンにおける知財侵害品の根絶等、

エンフォースメント強化を通じて同優先監視国リス

トからの除外を目指しています。 

タイ政府は知的財産侵害への対策を強化すべく、

各種法令の改正を進めています。2015年には営業秘

密法、著作権法が改正され、2016年７月にはマドリ

ッド協定議定書への加盟等に対応する改正商標法が

施行されたほか、特許に関し簡易かつ早期の登録、

小特許に関し権利行使の改善を目的とする特許法改

正についても検討されています。 

日本とタイとの間では、2007年、EPAが発効し、水

際措置の強化や、刑事手続、罰則対象の権利の拡大

が図られています。また、2007年１月に発表された

「経済産業省と米国商務省の日米共同イニシアティ

ブ」や、同年６月に発出された「知的財産権の保護

と執行に関する日・EU行動計画」に基づいて、タイ

を中心とする東南アジアの模倣品・海賊版対策に関

して、日米欧での情報交換や連携強化を目指して、

2008年４月に第１回日米欧官民合同会合が開催され

ました。 

 

（インドネシア） 

インドネシアでは、インターネット上の海賊版や

偽造医薬品の流通が問題視されていますが、現地で

はこれ以外にも、自動車部品、家電製品、インクカ

ートリッジ、衣料品、化粧品、携帯電話関連部品等、

様々な模倣品が広く出回っています。また、首都ジ

ャカルタには、東南アジア最大級のショッピングモ

ールがあり、特に多くの模倣品や海賊版が販売され

ています。 

日本とインドネシアとの間では、2008年にEPAが発
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（３）インド 

約12億人の人口を抱え、高い水準（2009－2014年

平均7.2％）で経済成長してきたインドは、購買力を

備えた中間層の急増によって、自動車や電子機器等

を中心に大きな市場となりつつあります。また、2011

年８月に日インド包括的経済連携協定（CEPA）が発

効するなど、経済連携を深化させるための取組みも

行われています。  

このような中、インド市場の規模や今後の成長性

を理由に、日本からの進出企業数も増加の一途を辿

っており、2016年10月時点で1,305社が進出していま

す。 

一方で、インド市場においては、模倣品・海賊版

が広く流通していることが問題視されています。米

国は、2016年版スペシャル301条報告書において、イ

ンドを引き続き優先監視国として位置づけています。

同報告書では、インド知財関連の多岐に亘る課題の

中で、模倣品関連ではインターネット上等での模倣

品・海賊版の流通や、模倣医薬品の多さを問題視し

ています。 

2016年５月に商工省産業政策振興局（DIPP）が公

表した国家知的財産権政策は「ビジョン・ステート

メント」、「ミッション・ステートメント」、「目標」、

「実施」の各項目から構成されており、「目標６」は

「権利行使及び司法判断」として以下が記載されて

います。 

■模倣品及び海賊版の害悪に関して、一般大衆、

とりわけ若者及び学生を教育 

■ジェネリック薬を偽造品や模倣品として扱う行

為に対し、厳しい対策をとる 

■不正商標表示の薬、不純物の混じった薬及び偽

造薬の製造・販売を減らす 

■権利行使メカニズムの強化 

■他国での伝統的知識、遺伝資源、伝統的文化表

現の悪用事案を厳しく追及 

■様々な措置を通じて、知財紛争の効果的な判決

を促す 

2015年には知財を含む商事事件を専属的に管轄す

る商事裁判所が設立され、紛争解決の迅速化のため

にプロセス毎の厳格な期限設定がなされています。

これまで裁判の長期化が一部問題視されていたとこ

ろ、今後の裁判期間の短縮が期待されています。 

国境措置に関しては、2007年知的財産権施行規則

で主に以下の手続が定められています。 

■権利者による税関への通知手続 

■登録手続 

■税関の担保および補償の実施 

■物品の通関の中断 

■権利者が手続に加わる期間 

■権利者及び輸入者による物品検査、サンプリン

グ及びテストの規定 

■侵害に対する最終判断 

■権利者の同意の下、商業経路外での破壊または

破棄 

2008年からは「ICEGATE」という中央物品税・関税

局のポータルサイトの中の「ARTS」と呼ばれるシス

テムにより税関登録（５年間有効）が可能で、同シ

ステムは、真正品および侵害品の画像のアップロー

ド機能も備えています。2016年９月の中央物品税・

関税局の公表資料によると、税関登録件数の権利種

別毎の内訳は以下の通りです。 

・商標  ：863 

・著作権 ： ６ 

・特許  ： 11 

・意匠  ： ６ 

また、2011年には通達No.10/2011により集中型担

保が複数税関・複数権利に利用可能となるなど、水

際措置の制度面の整備が行われています。保護の対

象は著作権、商標のみならず、特許、意匠、地理的

表示も含まれます。 

ただし、知財侵害を理由とする税関差止件数は公

表されていないところ、日本の権利者間では低調で

あると言われており、今後も対話を通じた状況把握

や運用に関する改善要請が必要と思われます。 

IT産業の活発なインドではECサイト上での模倣品

販売等も出現していますが、情報技術法と情報技術

規則により、ECサイト事業者の責任の範囲や対応義

務が定められており、ローカルの大手ECサイトでも

権利者の通報があれば侵害品の出品を削除する運用

がなされているようです。 

現地の日本企業の取組としては、インドIPGの全体

活動及びWG活動の他、インド日本商工会（JCCII）が

インド政府へ建議書を提出しています。 

以上の通り、インドでは、水際差止めが不活発で

あることや、刑事裁判の長期化等、課題も指摘され

ていますが、新たな国家知的財産権政策の下、今後

の状況変化についても注視していく必要があります。 

（この項の主な参考資料：ジェトロニューデリー講

演資料「インド知的財産の概況」2017年３月） 

 

 

 

 





【別添】模倣品・海賊版問題の現状 第３章 

 

63 
 

され、さらに2014年にベラルーシ、ロシア、カザフ

スタン３カ国で締結されたユーラシア経済同盟条約

が2015年１月１日に発効し、ユーラシア経済同盟が

誕生しました（後にアルメニア、キルギス共和国も

正式加盟）。前述の報告書では、中国発の模倣品がカ

ザフスタンやキルギス共和国、アゼルバイジャン共

和国（本同盟には非加盟）を通じてロシアに密輸さ

れていると指摘されており、周辺地域の経済発展を

見込んで関心を持つ日本企業にとっても、今後も動

静に注目すべき状況です。 
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１つは、UAEにあるフリーゾーン2が模倣品拡散のハ

ブとなっている可能性があることです。 

 これらの問題の解決には、現地政府機関の協力が

不可欠です。様々な政府機関が関わる問題ですが、

前者については裁判所、後者についてはフリーゾー

ンを管理するフリーゾーン庁及び取締機関（税関、

警察等）が主な相手方となります。加えて、首長国

知的財産協会（EIPA）3もUAEの知財保護について大

きな影響力を持っています。 

 実際に現地政府機関と交渉する際は、企業やジェ

トロの皆様と協力して、罰金額の統計を調査したり

他国と法律制度の比較を行ったりする等、相手方を

説得する材料を集めながら、問題意識の共有を目指

してきました。 

一口にUAEの模倣品対策といっても、UAEと日本と

ではインセンティブが異なります。UAE側は自国の消

費者の保護を目的とし、日本側は権利者の知財権保

護を目的としているからです。中には、「模倣品も結

構品質がいいよ」、「正規品が高いからだ」、「知財云々

の前にもっと経済的に支援してくれ」と回答に窮す

ることを言われることもありました。 

しかしながら、そのような立場の違いを乗り越え

て、共通の敵である模倣品の撲滅に向け両者で協力

できることを模索してきました。 

そして、模倣品対策室はUAE政府に対し、具体的な

協力案として、上記刑事罰の問題とフリーゾーンを

テーマとするワークショップの共催を提案しました。

根本的な問題解決のためには、UAE政府が主体的に模

倣品問題に取り組む環境が必要と考えたからです。 

何度も話し合いを重ねる中で、UAE政府からも日本

の司法制度について勉強したい、関係省庁も巻き込

んで大規模に行いたい等積極的な発言が出てきてお

り、現在ワークショップの開催に向けて調整を進め

ております。一筋縄ではいかない問題でありますが、

ともに協議することで、解決に向けての一歩となれ

ばと思います。 

 
 
 
 
 
 

                                                  
2フリーゾーンとは、投資を促進するための特別経済地域であり、進出

企業には税制等で優遇措置があります。UAE（特にドバイ）には、ジ

ュベルアリ港やドバイエアポート等数多くのフリーゾーンがありま

す。 
3 Emirates Intellectual Property Association: UAEにおける知的財

産犯罪に関する啓発、並びに、知的財産犯罪撲滅のために必要な知識

の関係政府機関及び民間セクターへの提供を目的として2010年に設

立されたNGO団体。ドバイ警察を中心に政府機関も参加。 

＜写真C＞ジュベルアリ・フリーゾーン庁との会議 

  
＜写真D＞UAE司法研修所との会議 

 
 
4.  おわりに 
 刻々と変化する模倣品問題に対抗するためには、

官民、業界等の垣根を越えてオールジャパンのチー

ムワークで取り組んでいくことが大切です。模倣品

対策室での業務も、権利者の皆様との連携なしには

何もできません。民から出向した自分が官として何

ができるかを考えながら、多くの人と知恵を絞り共

闘できたことは私にとって大きな財産となりました。 

 模倣品対策室では、他にも国際会議の調整やセミ

ナーの主催・運営など様々な業務に携わることがで

きました。弁護士が、従来の弁護士業務の枠を超え

て、専門性を生かしながら活動できるフィールドは

まだまだ拡がっていると思います。残りの任期も鋭

意取り組んでいきたいと思います。 
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小職は、官民交流人事で2015年９月から模倣品対

策室にて勤務しております。それまではメーカーで

働いておりました。ここでは、そのような小職が模

倣品対策室で考えていることの一端をご紹介したい

と思います。 

 

1. 模倣品対策概観 

現在思いつく限り、模倣品問題を解決する方策の

概観を書き出しました（下位の階層には具体的な事

業や取組みがありますが、省略しています）（図１）。

当然、模倣品対策室で全て完結できる訳ではありま

せんが、これらの方策を推進するために、関係省庁

や外部専門家等とも連携しつつ、本年次報告記載の

様々な取組みで、協力と要請のサイクルを回すこと

を心がけております。 

 

2. 模倣品の現場 

一般に、日本のメーカーにおいては、本質的な課

題解決には「現場・現物・現実」（いわゆる３現主義）

が必要であると、ことあるごとに徹底されていると

思います。「まさか、そんなこととは知らなかった」

等、失敗の原因を回避するための考え方で、数字、

伝聞等で判断するのではなく、自ら問題が発生して

いる現場に足を運び、現物を確認し、何が起こって

いるのかを肌で感じ、現実に向き合うことと言われ

ています。 

この３現主義に通じる印象的な経験として、ベト

ナム ハノイのドンスァン市場の関係者の方々との

交流がありましたので、以下にご紹介したいと思い

ます。 

これは、約130名の店舗経営者向けに、反模倣品を

テーマとするセミナー（2016年７月）と検証会合

（2016年11月）を実施したもので、セミナーにおけ

る主なプレゼンターと発表内容は以下の通りです。 

・商工省市場管理局： 

市場に流通している商品の証憑に関する規定、

ラベリングに関する規定、模倣品の製造・販売活

動に対する処罰 

・ドンスアン市場運営会社： 

模倣品排除の取組み（テナント契約における模

倣品販売の扱いを含む） 

・日本の権利者企業： 

各社模倣品の品質・安全性の分析結果、真正品

の購買方法 

 

 

 
 
 
 

【セミナー前の市場巡回】 

  
【セミナー会場、反模倣品誓約書の署名】 

  
会場が暑く、長時間に亘るセミナーでしたが、参

加者の方々の態度は想像以上に真剣なものでした。

その背景は、発表内容が知財関連の法律の紹介や真

贋判定方法の紹介に止まらず、自らの事業に直接的

な影響がある内容と受け取られたからだと感じまし

た。 
この経験を通じ、模倣品に関わる方々の行動の背

景を考えてみました（図２）。 
少なくともベトナムにおいては、市場で模倣品に

関わっている方の多くは、上図の水面上の知識（知

的財産法の概要等）等を有する一方、外部からは見

えにくい、水面下の要素が強く影響し、なお模倣品

への関わりを続けている状態ではないかと考えてい

ます。 
例として、セミナー準備のために複数回会合を行

った市場運営会社のド・スアン・トゥイ社長とのや

りとりにおいて、社長の発言はこのような商売の現

場の実情を端的に表した内容と思いましたので以下

に記しておきたいと思います。 
「模倣品は飛ぶように売れる」 
「取締りをしても再び販売されるため、模倣品販売

は続いている」 
「セミナーの目的は、店舗の人々の意識を改善する

こと。本人が意識を変えないとだめ」 
「最も重要となるのが正規品の取扱方法であり、模

倣品の代わりに、どこで正規品を購買できるのかと

いう情報提供である。入居店舗も生活がかかってい

るので、一方的に模倣品を取り扱わないように伝え

コラム：模倣品の現場の声 

経済産業省模倣品対策室 

 模倣対策専門官 脇野俊二 
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るだけでは効果がない」 
以上を踏まえますと、今後も、「なぜ模倣品に関わ

り続けるのか」という背景に思いを巡らせつつ、侵

害発生国政府や市場運営会社と連携した取組みを方

策とするべきではないかと考えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 所感 
小職にとって、模倣品対策室での勤務はダイバー

シティ体験です。これまでの会社員人生では全く接

点の無かった方々と交流することも多々あり、自分

とは異なる考え方や物の見方等に接することで、

日々、大いに勉強させて頂いていると実感していま

す。御世話になっております皆様方にこの場を借り

て御礼申し上げます。 
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知的財産推進計画２０１６ 

（関連部分抜粋） 

 

 

第１． 第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進 

１．デジタル・ネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築 

＜＜デジタル・ネットワーク時代の知財侵害対策＞＞ 

・リーチサイトを通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応に関して、権利保

護と表現の自由のバランスに留意しつつ、対応すべき行為の範囲等、法制面での

対応を含め具体的な検討を進める。（短期・中期）（文部科学省） 

・オンライン広告対策に関し実態調査を行うとともに、それを踏まえつつ、悪質

な知財侵害サイトに対するオンライン広告への対応方策について具体的な検討

を進める。（短期・中期）（経済産業省） 

・インターネット上の知財侵害に対する諸外国におけるサイトブロッキングの運

用状況の把握等を通じ、その効果や影響を含めて引き続き検討を行う。（短期・

中期）（内閣府、関係府省） 

・ネットワーク関連発明について、海外に置かれたサーバーから我が国ユーザー

を対象にサービスが提供される場合等の国境を跨いで構成される侵害行為にお

ける知財の適切な保護の在り方について、調査研究を行う。（短期）（経済産業省） 

・インターネット上の知財侵害対策の実効性を高めるため、プラットフォーマー

との連携の促進に取り組む。（短期・中期）（総務省） 

・インターネット上の著作権侵害への対応に関する具体的な事例に即した実践的

な権利者向けセミナーを新たに開始する。また、海賊版対策のための普及・啓発

活動や権利行使に資する情報の整理・提供に引き続き取り組む。（短期・中期）（文

部科学省） 

 

２．オープン・イノベーションに向けた知財マネジメントの推進 

＜＜営業秘密保護の強化＞＞ 

（営業秘密侵害品に係る水際措置導入） 

・営業秘密侵害品に係る水際措置の導入について、2016 年３月に関税定率法等

の一部を改正する法律が成立したことを踏まえ、６月の施行に向け必要な措置を

講ずる。（短期）（財務省、経済産業省） 
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第２．知財意識・知財活動の普及・浸透 

２．地方、中小企業、農林水産分野等における知財戦略の推進 

＜＜農林水産分野等における知財戦略の推進＞＞ 

（農林水産物・食品等の地理的表示（ＧＩ）の活用促進） 

・農林水産物・食品等の地理的表示（ＧＩ）保護制度の活用促進のため、引き続

きＧＩの登録申請に係る相談を受け付ける窓口を整備するとともに、制度の普

及・啓発、理解促進、制度の活用による地域ブランド産品のビジネス化の支援を

図るほか、海外におけるＧＩ産品を含めた我が国農林水産物・食品等に対する知

財侵害対策を推進する。（短期・中期）（農林水産省） 

 

第３．コンテンツの新規展開の推進 

１．コンテンツ海外展開・産業基盤の強化 

＜＜模倣品・海賊版対策＞＞ 

（正規版コンテンツの流通拡大と一体となった模倣品・海賊版対策） 

・海外における正規版コンテンツの流通拡大のための取組を促進するとともに、

政府間協議や、官民一体となった相手国政府への働き掛け等により、侵害発生国

での模倣品・海賊版対策を強化する。（短期・中期）（経済産業省、文部科学省、

総務省、財務省、外務省、農林水産省） 

・相手国政府との関係を強化し、海外での取締体制の支援を促進するため、取締

機関職員を対象にした真贋判定セミナーや各種研修等を通じて人材育成を行う

とともに、日本招へい等において関係機関との意見交換を行う。（短期・中期）（財

務省、経済産業省、文部科学省、法務省） 

・侵害発生国・地域における著作権保護の強化や違法コンテンツ流通の防止に向

け、現地の集中管理団体制度の整備等、著作権法制面での権利執行の強化を支援

するための調査、フォーラム及びセミナーを実施する。（短期・中期）（文部科学

省） 

・海賊版対策を含め著作権制度の環境整備を進めるため、世界知的所有権機関（Ｗ

ＩＰＯ）及び二国間協力の枠組みを活用し、著作権集中管理制度整備のための研

修やセミナーの実施、著作権セミナーなどの普及・啓発活動を推進する。（短期・

中期）（文部科学省） 

・海外における我が国企業の模倣品・海賊版対策を支援し、効果的な知的財産権

保護を促進するため、現地における知的財産権制度、被害実態等に関する調査を

実施する。（短期・中期）（経済産業省、文部科学省、外務省） 

 

 



 
４ 

（国内における侵害対策と啓発活動の着実な実施） 

・関係機関、権利者との連携強化により、模倣品・海賊版の違法な国内流通に対

する国内取締りや、小口化・分散化が進む知財侵害物品の水際取締りを一層強化

する。（短期・中期）（財務省、警察庁） 

・模倣品・海賊版を容認しない、購入しないという国民の知識と意識の更なる向

上のため、各省庁、関係機関が一体となった啓発活動を推進する。（短期・中期）

（財務省、警察庁、経済産業省、文部科学省、農林水産省、消費者庁) 

 

第４．知財システムの基盤整備 

２．世界をリードする審査の実現によるグローバル事業展開支援の強化 

＜＜国際連携の推進＞＞ 

（通商関連協定等を活用した知財保護と執行強化） 

・ＴＰＰ協定の実施のために必要な知財制度の整備を行うとともに、今後の自由

貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）等の二国間・多国間協定交渉にお

いて、知的財産の保護強化、模倣品・海賊版対策を積極的に取り上げ、ＡＣＴＡ

（偽造品の取引の防止に関する協定）やＴＰＰ協定等の高いレベルの国際協定の

規定を規律強化の基礎として有効に活用しつつ、国際的に調和した知財制度の整

備と実効的な法執行の確保に努める。（短期・中期）（外務省、財務省、経済産業

省、文部科学省、農林水産省、総務省、法務省） 
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2018年度 2019年度

第１．第４次産業革命時代の知財イノベーションの推進

リーチサイトを通じた侵害コン
テンツへの誘導行為への対応
に関して、権利保護と表現の
自由のバランスに留意しつつ、
対応すべき行為の範囲等、法
制面での対応を含め具体的な
検討を進める。（短期・中期）

文部科学省

オンライン広告対策に関し実態
調査を行うとともに、それを踏
まえつつ、悪質な知財侵害サ
イトに対するオンライン広告へ
の対応方策について具体的な
検討を進める。（短期・中期）

経済産業省

内閣府

関係府省

ネットワーク関連発明につい
て、海外に置かれたサーバー
から我が国ユーザーを対象に
サービスが提供される場合等
の国境を跨いで構成される侵
害行為における知財の適切な
保護の在り方について、調査
研究を行う。（短期）

経済産業省

インターネット上の知財侵害対
策の実効性を高めるため、プ
ラットフォーマーとの連携の促
進に取り組む。（短期・中期）

総務省

インターネット上の著作権侵害
への対応に関する具体的な事
例に即した実践的な権利者向
けセミナーを新たに開始する。
また、海賊版対策のための普
及啓発活動や権利行使に資す
る情報の整理・提供に引き続
き取り組む。（短期・中期）

文部科学省

経済産業省

消費者庁

内閣府

経済産業省

総務省

警察庁

消費者庁

１－１．デジタル・ネットワーク化に対応した次世代知財システムの構築

項目
番号

2016本文
掲載施策

項目名 施策内容 担当府省
短期 中 期

2016年度 2017年度

13

リーチサイトを通じた侵害コンテンツへの誘導行
為への対応に関して、リーチサイトによる侵害の
実態等も踏まえ、法制面での対応を含め検討。

左記の取りまとめを踏まえ、必要な取組を実施。

オンライン広告に関する実態調査を実施するとと
もに、必要に応じて、悪質な知財侵害サイトに対
するオンライン広告への対応方策について具体
的に検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況等を踏まえ、必要な取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

引き続き取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

デジタル・ネット
ワーク時代の知財
侵害対策

  （附表）「知的財産推進計画２０１6」工程表

14

インターネットを利用する消費
者への模倣品・海賊版被害の
発生・拡大防止のため、消費
者への注意喚起を行うほか、
検索結果から違法サイトの表
示抑止要請、模倣品・海賊版
を扱うサイトにおいて広告出稿
の抑止要請、銀行等と連携し
た決済処理対策、セキュリティ
ソフト等を通じた注意喚起など
の取組を行う。（短期・中期）

各国の取締機関やインターネット配信事業者な
どと連携し、海賊版の取締りやオンライン上の侵
害コンテンツの削除を推進するとともに、オンライ
ン侵害対策の強化に資する権利者とセキュリティ
ソフト開発会社や課金事業者等との連携に向
け、必要に応じて支援。

海外著名ファッションブランドの権利者等と連携
し、模倣品販売が確認されたサイト等の悪質な
海外ウェブサイトの公表を推進。また、模倣品販
売に関する消費者トラブル等について、消費者に
対して必要な情報を提供。

インターネットを利用したオーク
ションや電子商取引における
模倣品・海賊版対策として、イ
ンターネットサービスプロバイ
ダ（ISP）と権利者等との連携に
よる自主的な削除対応など、
民間での取組を促進する。（短
期・中期）

CIPP等民間が実施するインターネット上の模倣
品・海賊版対策について、関係府省と連携しつつ
必要に応じた措置を実施。

電子商取引等に関連する法令の解釈を示す「電
子商取引及び情報財取引等に関する準則」にお
いて、商標法や著作権法等の解釈に係る論点を
含めた整備を行い、民間における適切なルール
形成を支援。

インターネットサービスプロバイダと権利者等に
よるコンテンツ侵害対策に関する自主的な取組
を支援。

ウイルス対策ソフト事業者等と連携し、海外の偽
ブランド品販売サイトによる消費者被害の拡大防
止に向けた取組を実施。

CIPP等民間が実施するインターネット上の模倣
品・海賊版対策について、関係府省と連携しつつ
必要に応じた措置を実施。

インターネットを通
じた知財侵害への
対応

○

左記の実施状況を踏まえ、引き続き、インター
ネット上の著作権侵害への対応に関する必要な
取組を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な措置を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必,要な措置を実施。

左記の調査研究の結果を踏まえ、必要な取組を
実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

インターネット上の知財侵害に
対する諸外国におけるサイトブ
ロッキングの運用状況の把握
等を通じ、その効果や影響を含
めて引き続き検討を行う。（短
期・中期）

インターネット上の知財侵害に対する諸外国にお
けるサイトブロッキングの運用状況について調査
研究等を通じて実態を把握し、我が国に導入した
際の効果や影響を含めて検討。

ネットワーク関連発明における、国境を跨いで構
成される侵害行為に対する適切な権利保護の在
り方について、外部有識者による委員会を組織
するなどして検討を行う調査研究を実施。

インターネット上における不正コンテンツの流通
抑止に向け、放送局、プラットフォーマー等の関
係者による今後の対応策を検討。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を実施。

インターネット上の海賊版対策に関する著作権
者向けのセミナーを実施するとともに、侵害実態
調査や、権利行使に資する情報の整理・提供に
取り組む。また、海賊版対策のための普及・啓発
活動を推進。
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財務省

経済産業省

第２．知財意識・知財活動の普及・浸透

77 ○
農林水産物・食品
等の地理的表示
（ＧＩ）の活用促進

農林水産物・食品等の地理的
表示（ＧＩ）保護制度の活用促
進のため、引き続きＧＩの登録
申請に係る相談を受け付ける
窓口を整備するとともに、制度
の普及・啓発、理解促進、制度
の活用による地域ブランド産品
のビジネス化の支援を図るほ
か、海外におけるＧＩ産品を含
めた我が国農林水産物・食品
等に対する知財侵害対策を推
進する。（短期・中期）

農林水産省

第３．コンテンツの新規展開の推進

経済産業省

文部科学省

総務省

財務省

外務省

農林水産省
引き続き、左記の取組
を実施。

引き続き、左記の取組
を実施。

106
○

正規版コンテンツ
の流通拡大と一体
となった模倣品・

海賊版対策

海外における正規版コンテンツ
の流通拡大のための取組を促
進するとともに、政府間協議
や、官民一体となった相手国
政府への働き掛け等により、
侵害発生国での模倣品・海賊
版対策を強化する。（短期・中
期）

各産業界からの要望を踏まえ、日中間を始めと
する政府間交流の場や知的財産保護官民合同
代表団の派遣を通じ、模倣品・海賊版や冒認商
標出願といった知財侵害について、インターネッ
ト上を含め、その対策強化に向けた要請や協力
を実施。

各国の取締機関やインターネット配信事業者な
どと連携し、海賊版の取締りやオンライン上の侵
害コンテンツの削除を推進するとともに、オンライ
ン侵害対策の強化に資する権利者とセキュリティ
ソフト開発会社や検索サービス提供事業者等と
の連携に向け、必要に応じて支援。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

権利者・関係団体からの要望を踏まえ、日中著
作権協議・日韓著作権協議を始めとする交渉・
協議の場を通じて、著作権侵害対策の強化に向
けた要請や協力を実施。平成24年度からは対象
国を拡大し、インドネシア、マレーシア、タイ、ベト
ナムとも協議を実施。相手国の対策状況をフォ
ローし、以後の働き掛けに活用。

「一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構
（CODA)」の活動の支援、「国際知的財産保護
フォーラム（IIPPF）」による官民合同ミッションへ
参加。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

海賊版対策の実効性の強化に向け、関係団体、
関係企業等と連携し、ASEANにおける政府機関
とのネットワーク強化等を推進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

税関当局間協議等により、侵害発生国での模倣
品・海賊版の水際対策強化を要請。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

各産業界からの要望を踏まえ、侵害発生国との
協議やワーキンググループなどの場を通じ、関係
府省と連携しつつ、模倣品・海賊版等知財侵害
対策の強化や正規版の流通拡大に向けた取組
の支援を実施。

左記の取組状況を踏まえ、引き続き必要な取組を実施。

侵害発生国における模倣品・海賊版対策を強化
するため、官民が一体となった相手国政府への
働き掛けや各国関係機関との定期的な情報交
換を行うほか、海外現地調査により発見した模
倣品等について、日本企業・関係団体等に対し
情報提供を実施。

引き続き左記の取組状況を踏まえ適切な施策を
実施。

2016年度の補助事業「地理的表示等活用総合
対策事業」を通じて、昨年度に引き続き登録支
援窓口を通じた申請支援を実施するほか、ＧＩの
普及啓発、理解促進、ＧＩの活用による地域ブラ
ンド産品のビジネス化の支援及び海外における
ＧＩ産品を含めた我が国農林水産物・食品等に対
する知財侵害対策を推進。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

３－１．コンテンツ海外展開・産業基盤の強化

49 ○
営業秘密侵害品
に係る水際措置導
入

営業秘密侵害品に係る水際措
置の導入について、2016年３
月に関税定率法等の一部を改
正する法律が成立したことを踏
まえ、６月の施行に向け必要な
措置を講ずる。（短期）

営業秘密侵害品に係る水際措置の導入につい
て、2016年３月に関税定率法等の一部を改正す
る法律が成立したことを踏まえ、６月の施行に向
け必要な措置を実施。

２－２．地方、中小企業、農林水産分野等における知財戦略の推進

１－２．オープン・イノベーションに向けた知財マネジメントの推進
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財務省

経済産業省

文部科学省

法務省

侵害発生国・地域における著
作権保護の強化や違法コンテ
ンツ流通の防止に向け、現地
の集中管理団体制度の整備
等、著作権法制面での権利執
行の強化を支援するための調
査、フォーラム及びセミナーを
実施する。（短期・中期）

文部科学省

海賊版対策を含め著作権制度
の環境整備を進めるため、世
界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）及
び二国間協力の枠組みを活用
し、著作権集中管理制度整備
のための研修やセミナーの実
施、著作権セミナーなどの普
及・啓発活動を推進する。（短
期・中期）

文部科学省

106 ○

正規版コンテンツ
の流通拡大と一体
となった模倣品・

海賊版対策

相手国政府との関係を強化し、
海外での取締体制の支援を促
進するため、取締機関職員を
対象にした真贋判定セミナー
や各種研修等を通じて人材育
成を行うとともに、日本招へい
等において関係機関との意見
交換を行う。（短期・中期）

途上国・新興国税関に対し、知的財産侵害物品
の水際取締能力の構築を目的とした人材育成を
支援するため、技術協力を実施。実施に当たっ
ては、国際機関（世界税関機構等）や産業界と
の積極的な協力も推進。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

各産業界からの要望や相手国政府からの要請
等を踏まえ、侵害発生国の政府機関職員等を対
象にした知財保護セミナーや真贋判定セミナー
を開催。

侵害発生国の政府機関職員等を日本へ招へい
し、日本の政府機関や産業界との意見交換の場
を設置。

また、侵害発生国における模倣品流通の抑止に
向けて、当該国政府と日本政府及び日本企業等
が協力し、共同事業の実施に向けた意見交換を
実施。

世界知的所有権機関（WIPO)と協働し、アジアの
侵害発生国などの政府職員等を対象として、著
作権や著作隣接権に関するシンポジウムや研修
プログラムを実施。また、侵害発生国政府と連携
し、普及・啓発イベント等を実施するなど、侵害発
生国における著作権の普及・啓発活動を支援す
るとともに、普及・啓発活動を促進するための関
係者間のネットワーク・プラットホームの形成を支
援。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

侵害発生国・地域の取締機関職員等を対象とし
た日本コンテンツの真贋判定セミナーを実施。

また、当該国・地域における法制面での権利執
行の強化を支援するための著作権法制担当者
や取締機関職員等を対象としたフォーラムやセミ
ナー、訪日研修を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

模倣品・海賊版への対策には刑事罰等による担
保が重要であるところ，ＪＩＣＡ「ミャンマー法整備
支援プロジェクト」を通じて，ミャンマー連邦法務
長官府及びミャンマー連邦最高裁判所の司法関
係者等を対象とし，知財裁判制度の構築に向け
た本邦研修を実施。

また，日弁連知財センター等と連携し，知財裁判
制度設置に向けた現地セミナーを開催するととも
に，大学教授，元裁判官等有識者で構成される
支援委員会を通じ，知財裁判制度設立に向け継
続的に支援を実施。

左記の実施状況を踏まえ，必要な取組を実施。

侵害発生国・地域の著作権に係る権利執行のた
めの法的枠組み・執行状況・侵害実態等の調査
を実施するとともに、当該国・地域の著作権法制
担当者や集中管理団体職員等を対象に、集中
管理団体制度の整備や強化に資するセミナーや
研修を国内外で実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。
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経済産業省

文部科学省

外務省

財務省

警察庁

財務省

警察庁

経済産業省

文部科学省

農林水産省

消費者庁

第４．知財システムの基盤整備

外務省

財務省

経済産業省

文部科学省

総務省

法務省

正規版コンテンツ
の流通拡大と一体
となった模倣品・

海賊版対策

○106

４－２．世界をリードする審査の実現によるグローバル事業展開支援の強化

143 ○
通商関連協定等を
活用した知財保護
と執行強化

ＴＰＰ協定の実施のために必要
な知財制度の整備を行うととも
に、今後の自由貿易協定（ＦＴ
Ａ）／経済連携協定（ＥＰＡ）等
の二国間・多国間協定交渉に
おいて、知的財産の保護強
化、模倣品・海賊版対策を積
極的に取り上げ、ＡＣＴＡ（偽造
品の取引の防止に関する協
定）やＴＰＰ協定等の高いレベ
ルの国際協定の規定を規律強
化の基礎として有効に活用し
つつ、国際的に調和した知財
制度の整備と実効的な法執行
の確保に努める。（短期・中
期）

ＴＰＰ協定の実施のために必要な知財制度の整
備を行うとともに、今後のFTA/EPAや投資協定
等の二国間・多国間協定の交渉を通じて、我が
国産業界の要望を踏まえつつ、交渉相手国の知
財制度の整備や実効的な法執行の確保等を促
し、ACTAやTPP等の規定を基礎とした高い水準
の知財保護が達成されるよう、積極的に働き掛
け。

我が国が既に要請した内容について相手国の
対応状況をフォローするとともに、新たに発生し
た課題について産業界の要望も踏まえつつ、引
き続きこれらの枠組みを活用して解決を図る。

引き続き、左記の取組の実施。

農林水産省 ACTA（偽造品の取引の防止に関する協定）に関し、協定を巡る国際情勢を踏まえつつ、既署名国
を中心とした他国に対して、引き続き批准・参加を働きかけ協定の早期発効を目指す。また、二国
間の経済協議等において知的財産の保護強化を積極的に取り上げるなど各国のエンフォースメン
ト強化に向けた取組を推進。

相手国の対応状況をフォローし、状況を踏まえつ
つ、継続的な働きかけを実施。

引き続き取組を実施。

模倣品・海賊版を容認しない、
購入しないという国民の知識と
意識の更なる向上のため、各
省庁、関係機関が一体となっ
た啓発活動を推進する。（短
期・中期）

国民の意識啓発を促進するため、広報活動を実
施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

警察白書や警察庁ホームページにおいて知的
財産権侵害事犯の検挙状況、主要検挙事例に
関する情報を公表。

不正商品対策協議会が主催する「不正商品撲
滅キャンペーン」に協力し、知的財産権の保護や
不正商品の排除に向けた広報啓発を実施。

官民の普及・啓発活動と連携し、ファイル共有ソ
フトを使用するといった悪質なインターネット上の
著作権侵害事犯の抑止のための広報を実施。

引き続き取組を実施。

知的財産権保護に対する消費者意識の向上を
図るため、国内における消費者を対象とした模倣
品・海賊版撲滅キャンペーンを実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

一般の国民、都道府県の著作権事務担当者、
図書館職員及び教職員を対象として開催する各
種講習会・セミナーやホームページを通じて、著
作権保護に関する普及・啓発を実施。

引き続き取組を実施。

模造品・海賊版に対する国民の知識と容易に購入しないという意識の向上のため、各省庁、関係機関が一体となった啓発活動を推進。

模倣品販売に関する消費者トラブル等につい
て、消費者に対して必要な情報を提供。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

関係機関、権利者との連携強
化により、模倣品・海賊版の違
法な国内流通に対する国内取
締りや、小口化・分散化が進む
知財侵害物品の水際取締りを
一層強化する。（短期・中期）

権利者との連携強化や、全国の税関における集
中取締りの実施などにより知財侵害物品の水際
取締りを一層強化。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

サイバーパトロールや権利者との連携等によっ
て端緒情報の収集に努め、商標法違反事件及
び著作権法違反事件の取締りを推進。

ファイル共有ソフトを使用するといった悪質なイン
ターネット上の著作権侵害事犯の取締りを強化。

海外における我が国企業の模
倣品・海賊版対策を支援し、効
果的な知的財産権保護を促進
するため、現地における知的
財産権制度、被害実態等に関
する調査を実施する。（短期・
中期）

我が国企業の海外における知的財産権保護を
支援するため、我が国企業の知的財産権の侵
害が多く発生しているアジア諸国を中心に、当該
国の知財制度及びその運用、法令改正の動向、
知的財産を巡る情勢や被害実態などを調査し、
最新の情報を模倣対策マニュアルの提供やセミ
ナー開催などを通じて提供。

左記の実施状況を踏まえ、必要な取組を引き続き実施。

侵害発生国・地域の著作権に係る権利執行のた
めの法的枠組み・執行状況・侵害実態等の調査
を実施。

左記の実施状況を踏まえ、改善を図りつつ、実施。

在外公館を通じた知財制度の調査を強化すると
ともに、各種協議などの場を活用して普及・啓発
などの取組を相手国側へ働きかけ。

左記の状況を踏まえ、引き続き必要な取組を検討。
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第５回日中知的財産権 WG 議事録（日本側作成） 

 

２０１６年６月２８日、日本国経済産業省と中華人民共和国商務部との「知的財産権保

護に関する交流と協力に関する覚書」に基づき、第５回日中知的財産権 WG が東京において

開催された。 

日本側より、経済産業省、特許庁、内閣府知的財産戦略推進事務局、警察庁、財務省、

外務省、文化庁、農林水産省が出席し、中国側より商務部、農業部、国家版権局、国家知

識産権局、税関総署、国務院法制弁公室が出席した。議長は、小林洋司経済産業省大臣官

房審議官、陳福利商務部条約法律司副司長が務めた。 

 

WG の議題と主な議論の内容は以下のとおりであった。 

 

１． 知的財産戦略に関する情報交換 

日本側より、「知的財産推進計画２０１６」について説明した。中国側より、２００８年

に策定された国家知的財産権戦略綱要の目標を達成したこと、２０１５年１２月、新たに

２０２０年までのイノベーション型知財強国を目指すための計画を発表したとの発言があ

った。 

双方は、日中が知的財産戦略において共通する関心事項があるとして継続的に交流を行

っていくことが有益であるとの認識を共有した。 

 

２． 日中知的財産権法律制度の最新動向 

日中双方は、２０１５年５月に開催された第４回日中知的財産権 WG 以降のそれぞれの知

的財産立法の動向等について紹介した。日本側は特許法及び不正競争防止法等の改正につ

いて紹介をした。中国側は、専利法、著作権法、専利代理条例、職務発明条例の内容及び

改正状況等について紹介をした。日中双方は、ともに関心を持つ課題があり、今後も交流

を重ねていく必要があるとの認識を共有した。 

 

３．インターネット上の知財権侵害対策 

日中双方は、インターネット上での模倣品・海賊版による侵害状況及び取り締まりの状

況について紹介し、これらの侵害行為への対応について情報共有と連携が積極的な役割が

あるとして、今後適切な状況の下で協力関係を強化していくことで認識を共有した。 

これに関して日本側より、法執行担当者向けインターネット協力交流（招聘）事業及び

国家工商行政管理総局と経済産業省との間で締結された大臣級の覚書に基づく事務レベル

WG の再開及び侵害対策を行っている民間団体等との更なる協力体制の構築に関する提案

があった。また、日本側から中国側に対して、違法サイトの削除要請に係る情報提供先機

関と必要な追加情報について確認があった。中国側よりネット上の海賊版対策の一環とし

て実施している「剣網行動」及びインターネットによる模倣粗悪品販売などの違法行為の

取り締りとして実施された「紅盾網剣」に関する情報提供があった。 

加えて、日本側より、インターネット上の動画配信規制の影響により、サイマル配信が

難しくなることによる海賊版の増加、日本コンテンツの正規流通が困難となることについ

ての懸念を述べ、日中韓文化コンテンツ産業フォーラムやアジア・コンテンツ・ビジネス・

サミット（ACBS）等のマルチ会合、日中著作権協議、一般社団法人コンテンツ海外流通促

進機構（CODA）を通じた議論の継続を提案した。 

中国側より、国家工商行政管理総局、公安部及び新聞出版広電総局に日本側の提案を伝

達するとの発言があるとともに、インターネット上の海賊版の問題は日中で協力して対応

する必要があるとの発言があった。 

参考資料２
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４．国際的な技術移転の促進 

日本側より、日中双方が互いに技術移転を通じてイノベーションを促進していくため、

両国の制度の比較を中心に、国際的な技術移転の促進・円滑化に寄与するベスト・プラク

ティスの検討の提案があった。また、中国の技術輸出入管理条例について、技術供与側に

負担が発生し、技術移転を遅らせる可能性があるのではないかとの発言があった。 

これに対し中国側より、技術輸出入管理条例について説明するとともに、中国には技術

を譲受する側の立場にも配慮する考え方があるところ、いずれにしても内外からの技術移

転において当事者双方に公平・公正な形を形成することが重要であり、その点については

引き続き討議したいとの発言があった。 

 

５．中国の植物新品種保護に向けた動向 

中国側より、植物新品種保護に係る規定を追加した改正種子法の概要等について紹介し

た。 

日本側は、植物新品種の保護について今後もあらゆる機会を捉えて協議していきたいと

の発言を行い、中国側に UPOV９１年条約締結の検討について提案した。中国側からは同条

約締結に向けた作業を進めるスタンスにある旨発言があった。 

 

６．模倣品・海賊版の国際的な流通への対応 

日本側より、侵害発生国における真贋判定セミナー、中越国境プロジェクト等、模倣品・

海賊版の国際的な流通阻止のための取組について紹介するとともに、両国の協力として、

権利者情報活用の提案、模倣品事犯に係る日本警察からの情報提供可能な項目についての

説明があった。 

中国側より、清風行動等の模倣品・海賊版の国際的な流通阻止のための取組について紹

介があるとともに、日本側提案の権利者情報については、情報提供については歓迎するが、

その内容や手法について検討する必要があるとの発言があった。 

 

７．行政機関の連携強化 

日本側より、中国側の知的財産権保護の取組について謝意を述べるとともに、全国的な

模倣品撲滅の特別行動や異なる行政機関同士での同時摘発等により、更なる模倣品摘発の

推進について提案があった。加えて、日本政府と国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）に

よる官民合同訪中団の派遣、取締関係機関との対話と交流を引き続き推進することを提案

した。 

中国側より、部局間の協力集約化を目指し、行政機関相互の連携や行政機関と司法機関

との連携を強力に進めていることの紹介に加え、今後とも日本からの官民合同訪中団との

対話と交流を引き続き推進したいとの発言があった。 

 

８．商標分野における協力関係 

日本側より、TM５の枠組の中で多国間での商標分野における協力、２００９年８月に日

本国経済産業省と中国国家工商行政管理総局との間で締結した大臣級の覚書に基づき二国

間での商標分野における協力を推進したい旨述べた。 

中国側より、日中の交流を多様化することが重要であり、日本側が提案した協力の推進

については、国家工商行政管理総局に伝達するとの発言があった。 

 

総括 

  日中双方は、本 WG は前代を引き継ぎ新たな成果を積み上げるものとして、積極的な

意味があるとの認識を示し、第６回日中知的財産権 WG を、２０１７年に中国で開催するこ

とにつき合意した。 
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中小企業等海外侵害対策支援事業の概要（模倣品対策支援事業） 

 

『海外で知的財産権の侵害状況を把握し、侵害対策に取り組みたい』 
 

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対する模倣品の製造元や流

通経路の特定等の調査、模倣品業者への警告文作成経費、行政摘発にかかる費用

を補助します。 

 

対象となる方 
 

海外展開を図る我が国の中小企業で、海外において自社の保有する知的財産

権の侵害を受けている企業 

 

支援内容 
 

海外で知的財産の侵害を受けている中小企業に対し、独立行政法人日本貿易

振興機構（JETRO）の海外ネットワークを通じ、現地での侵害調査を実施し、

実態把握や必要な証拠を収集するための侵害調査の費用、模倣品業者への警告

文作成費用、また行政摘発にかかる費用の 2/3 を支援しています。 
 

補助対象経費：現地侵害調査費用、模倣品業者への警告文作成費用、 

行政摘発費用 等 
 

助成内容等 ：2/3（上限額 400 万円） 
 

募集期間等 ：201７年４月１７日から10月3１日まで 
※ただし、助成枠が一杯となり次第終了。 

また、申請時期により一部受付出来ない場合があります。 
 

事業の詳細 ：JETROのHPからご確認ください。 
           （URL: https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html） 

 

利用方法 
 

（１）JETRO 知的財産課（下記受付窓口）へ申請書を提出 

（２）申請内容の審査後、補助金交付対象を決定 

（３）JETRO が委託した海外調査機関により、知的財産侵害調査及び警告文

の作成、行政摘発を実施 

（４）結果を申請者へ報告 

 

＜お問い合せ・受付窓口＞ 

独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 知的財産課

電話：03-3582-5198 

  

参考資料３ 
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新情勢下の知的財産権侵害と模倣・粗悪商品生産販売の取締強化に関する 

国務院の意見 

国発〔2017〕14 号 

各省・自治区・直轄市の人民政府、国務院の各部委・各直属機構へ 

知的財産権侵害と模倣・粗悪商品生産販売（以下「権利侵害と模倣」という）取締業

務を更に強化し、国家知的財産戦略の着実な実施を保障し、公平競争の市場秩序を維持

し、法治化、国際化、利便化の経営環境を改善するため、以下の意見を提出する。 

 

一、全体的要求 

（一）指導的思想。全面的に中国共産党第十八回全国代表大会と十八期三中、四中、

五中、六中総会精神を徹底し、着実に習近平総書記の一連の重要な発言の精神、国政運

営の新理念・新思想・新戦略を徹底し、着実に党中央・国務院の施策・手配を実行し、

「五位一体」の全体的配置を統合・推進し、「四つの全面」の戦略的配置を協調・推進し、

革新、協調、グリーン、開放、共有の発展理念をしっかりと樹立・徹底し、社会主義核

心価値観を力強く発揚・実践し、市場監督管理体系と監督管理能力の近代化に力を入れ、

関連法規と基準を改訂・改善し、監督管理の制度とメカニズムの改革・革新を行い、情

報技術等の新技術・新手段の運用を強化し、事中事後監督管理を強化し、全面的に権利

侵害と模倣取締業務レベルを向上させ、知的財産強国の建設を加速し、全面的な小康社

会（ややゆとりを実感できる社会）の建設という奮闘目標を実現するために力強い支持

を与える。 

（二）基本的原則。 

法により治理する。権利侵害と模倣取締の法規制度の制定を強化し、厳重に公正・高

度な法執行を規範化し、公正司法と全民守法を推進し、権利侵害と模倣取締業務が始终

して法治軌道に沿って進むように保障する。 

取締と建設を結び付ける監督管理方式と手段の革新を行い、人民大衆の生命と財産安

全に影響を与える目立つ問題を対象に集中的に取締り、断固として権利侵害と模倣の多

発傾向を抑制する。メカニズム建設を強化し、総合的治理能力を向上させ、全力で権利

侵害と模倣を生み出す土壤を取り除く。 

統合協力を進める。権利侵害と模倣取締業務の統合協調を強化し、部門間と地域間の

協力を密接にし、地域内と個別段階への監督管理から、複数地域、複数部門と産業チェ

ーン全体への監督管理に転換する。 

社会共治を進める。業界組織の業界自律と協調管理の役割を果たさせ、メディアと公

衆が監督に参与するように推奨し、十分に各界の積極性を引き出し、政府、企業、社会

組織と公衆の共同参加する局面を形成する。 

（三）業務の目標。2020 年までに、権利侵害と模倣の多発傾向が効果的に抑制され、

市場監督管理体系と監督管理能力の近代化レベルが明らかに向上し、法規体系が更に健

全化し、業務メカニズムが更に改善され、経営環境が更に規範化され、行政法執行、刑

事法執行、司法審判、早期な権利保護、仲裁調停、業界自律、社会監督が協調して運行

する権利侵害と模倣取締業務の体系は基本的に形成されている。 

 

二、部門間・地域間の総合的治理を推進する 

（四）重点分野での集中的取締を強化する。特別取締と日常監督管理を結び付けるよ

うにし、生命健康、財産安全と環境保護関連の商品及び知的財産権分野の目立つ問題を

参考資料４
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重点とし、定期的に特別取締活動を行い、厳重に権利侵害と模倣違法犯罪行為を取り締

る。抜取検査を重点とする日常監督検査の制度を改善し、インターネットや、農村市場

及び都市と農村の隣接地域等での権利侵害と模倣多発分野と地域への監督管理を強化し、

オンラインとオフライン治理を結び付けるようにし、違法犯罪活動の組織者、計画者、

実施者を徹底して取締り、生産の根源を一掃し、販売ネットワークを取り除き、法によ

り無資格生産経営の「ブラック工場」と「ブラック巣窟」を取締り、公平競争の市場秩

序を維持する。 

（五）部門間の法執行協力を強化する。法執行監督管理部門と業界主管部門等は十分

にそれぞれの強みを活かし、権利侵害と模倣取締の法執行協力を強化し、法執行監督管

理と業界管理等の情報共有を促進し、法執行検査、検証検査、鑑定認定等において支持

し合わなければならない。法執行監督管理部門は違法行為がその他部門職責に関わるこ

とを発見した場合、関連部門に措置を採るよう速やかに通知し、重大案件の情報源に対

して、必要に応じて案件の内容を共同研究し、法執行の提携を行なわなければならない。

基層の総合的法執行部門への指導を強化し、監督管理職責を整理し、権力リストを明確

にし、監督管理の抜け穴を塞ぎ、総合的法執行機構の権威、高効率、運行と協調を確保

し、法執行效能を向上させる。 

（六）地域間の法執行の協調連動を推進する。権利侵害と模倣行為の複数地域やチェ

ーン化の特徴に対して、地域間法執行協力を強化し、複数地域合同会議、情報源通報、

証拠引渡、案件協力調査、案件の共同調査処分及び検証鑑定結果互認等の制度の構築を

模索し、情報源発見、根源追跡、所在地調査処分のメカニズムを改善し、法執行プロセ

スと基準の統一化を推進し、隣接地域の基層での法執行協力を強化し、監督管理の空白

領域を埋め、権利侵害と模倣商品の生産、流通、販売の産業チェーン全体に打撃を与え

る。国家地域発展戦略を結合・実施し、北京・天津・河北、長江経済ベルト、汎珠江デ

ルタ地帯等にて着実に権利侵害と模倣取締地域協力を推進し、経験をまとめ、適時に全

国に普及する。 

（七）行政法執行と刑事司法の対応メカニズムを健全化する。行政法執行部門と司法

機構の情報共有、案件内容通報、案件引渡制度を構築・健全化し、案件引渡の標準とプ

ロセスを改善し、断固として案件の不引渡、案件の引渡難、行政罰により刑事罰に代替

させる行為を克服する。行政法執行部門と司法機構間の関連案件の問い合わせ、検査と

処分の監督等の業務メカニズムを改善し、行政法執行証拠の定着と引渡を規範化し、行

政法執行と刑事司法のシームレスな対応を実現する。犯罪疑惑案件引渡中の案件関連物

品の処置制度を改善し、案件関連物品保管の「公共物倉庫」と有毒有害物品の統一廃棄

処理制度を模索・構築する。中央、省、市、県という四級連携の行政法執行と刑事司法

の対応情報共有システムを構築し、対応業務の效率と規範化レベルを向上させる。 

 

三、市場監督管理と早期警報防備能力を向上させる 

（八）法執行監督管理の情報化建設を強化する。法執行監督管理においてビッグデー

タ、クラウド・コンピューティング、モノのインターネット、モバイルインターネット

等の新技術の研究開発と運用を強化し、違法犯罪情報源の発見、収集、識別、発掘、早

期警報を強化し、事前防備と精確取締を徹底する。それぞれ部門間の法執行監督管理プ

ラットフォームの開放性と共有を大いに推進し、「情報孤島」の局面を打破し、関連デー

タ情報の統合、分析と検討評価を強化し、法執行監督管理の相乗効果を図る。電子商取

引プラットフォーム企業が法執行監督管理部門に法執行と案件調査処分の関連データ情

報を提供する制度を構築し、政府・企業間の協力を強化し、データ情報資源を活用し、

法執行業務に支持を与える。 

（九）信用体系建設の推進を加速する。全面的に社会信用コード制度を実施・統一し、

全国信用情報共有プラットフォームを改善し、全ての信用主体、全ての信用情報タイプ、

全国の全ての地域の一体化信用情報体系を構築・普及し、複数部門間の信用情報交換共
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有を推進する。信用情報の募集、保存と応用を強化し、信用厳守の連携激励と信用失墜

の連携懲戒メカニズムを健全化し、信用失墜コストを高める。更に行政処罰案件情報公

開と応用を推進し、情報公開の内部審査、書類管理、抜取検査と考査評定等の制度を健

全化する。生産経営主体誠実信用書類と「ブラックリスト」制度を構築・改善し、関連

情報を全国信用情報共有プラットフォームと企業信用情報公示システムに取り入れ、市

場主体信用分類監督管理を実施する。積極的に企業信用情報公示システムの情報化プロ

ジェクトを推進し、統一集計、法による公示、連携懲戒、社会監督を実現する。法によ

り信用サービス市場を規範化し、社会信用サービス機構を育成・支援し、第三者が信用

情報を利用して社会公衆に付加価値サービスを提供するように推奨する。 

 

四、法規標準と司法保護体系の改善を推進する 

（十）法規と標準の制定・改訂を加速する。著作権法、専利法、反不正当競争法及び

電子商取引、営業秘密保護等の法律法規の制定・改訂を推進し、知的財産税関保護条例、

植物新品種保護条例を研究・改定し、法律法規の適用性と統一性を向上させる。刑法或

いは関連司法が関連知的財産権犯罪を解釈する条項の改訂・改善を推進し、処罰に更な

る力を入れ、罪状確定と刑の量定標準を改善し、刑法とその他法律間の効果的対応を強

化する。知的財産権濫用を防止するための反独占法執行指南を制定する。電子商取引製

品監督・抜取検査の管理方法を改善し、電子商取引分野での関連標準を制定する。法執

行業務のプロセス規範を改善し、行政裁量標準を詳細化・数値化し、裁量範囲、種類と

幅を規範化し、厳重に裁量権の行使を制限・規範化する。 

（十一）十分に司法保護の役割を果たす。法院と検察院が法により独立して公正に職

権を行使するように支持し、権威・高効率の知的財産権司法保護体系を構築する。刑事

司法保護を強化し、厳重に権利侵害と模倣取締犯罪を取締り、刑罰の抑止力を強化する。

民事司法保護を強化し、技術専門家コンサルティングのメカニズムを改善し、法により

権利者の挙証負担を低減させ、効果的に惩罰的賠償制度を実行し、知的財産権侵害の違

法コストを高める。民事、刑事、行政案件審判「三位一体」改革を推進し、知的財産権

審判体系を改善し、審判效率と専門化レベルを向上させる。知的財産権紛争に対する人

民調停協議の司法確認制度を研究・構築する。 

 

五、複数関係者参与の共同治理仕組みを構築する 

（十二）社会組織の自治機能を強化する。社会組織が政府による権利侵害と模倣取締

方針の研究、企業と公衆の合法的権益の維持、権利侵害と模倣違法犯罪の予防に参与す

る業務メカニズムを構築し、社会組織が知的財産権紛争を調停・処理する制度を模索・

構築する。業界協会・商会類組織が業界自律と専門化サービス機能を強化するように支

持し、そのメンバー向けの行為引率、規則約束、権益維持といった役割を果たし、業界

データ統計を強化し、業界自律を促進し、自主的権利保護を推進し、業界の良性発展を

導く。知的財産権サービス業を育成・支援し、知的財産権情報コンサルティング、研修、

法律事務代行等の新業態の発展を支持する。 

（十三）企業の主体的責任を明確にする。生産経営企業が製品品質管理と知的財産権

管理を強化し、自主的に法律を守り誠実信用厳守の経営を行うように指導し、権利者企

業が案件関連物品鑑定に参与する制度を構築・改善する。電子商取引プラットフォーム

企業がオンライン経営者向けの資格審査を強化するように督促し、インターネット取引、

広告プロモーション等の業務とオンライン経営者の信用格付けの内部監督管理理度を構

築・健全化する。防止と指導の結合、取締と扶助の両立を徹底し、供給側の構造的改革

を結合・推進し、「インターネット+」を発展させ、企業が電子商取引を利用してマーケ

ティングのルートを開拓し、自主的ブランドを育成するように引率・協力する。着実に

上質製品生産企業の品質承諾活動を実行し、企業が国家標準と業界標準よりも厳格な企
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業製品品質標準を採ることを承諾するように推奨する。企業の承諾履行状況に対して「ダ

ブルランダム」法執行検査を行い、インターネットを通じて社会に承諾厳守企業、製品

及び検査情報を公開し、「品質重視、承諾厳守」の企業を育成し、「中国製」製品の技術

向上及び構造転換と高度化を促進する。 

（十四）世論監督と宣伝教育を強化する。マスコミの前向きの引率と世論監督の役割

を果たし、積極的に従来型メディアと新型メディアを活かして方針措置を解読し、先進

モデルを宣伝し、悪い手本事例を暴露する。宣伝教育活動を開催し、知的財産権と偽物

識別知識を普及し、企業と公衆が権利侵害と模倣違法行為を通報するように推奨し、権

利侵害と模倣を制止する良好な社会雰囲気を醸成する。知的財産権人材育成メカニズム

の革新を行い、知的財産権保護等の内容を小中高等学校の関連科目と大学の就職起業指

導科目に取り入れ、創造と革新を尊重する意識を培う。 

 

六、国際交流協力レベルを向上させる 

（十五）知的財産国際戦略を改善する。国際知的財産権制度の変遷傾向を把握し、我

が国の国情を踏まえて知的財産権保護制度を改善し、知的財産権保護の国際化レベルを

向上させる。経済貿易関連の多国間・二国間の知的財産権交渉と協議を深化させ、部門

間の情報疎通と協調協力を強化する。伝統的知識、遺伝資源、民間芸術等の分野におけ

る知的財産権保護を強化する。関連法律法規により、我が国の対外貿易と関連する知的

財産権保護制度を研究・構築し、輸出入段階における知的財産権侵害、対外貿易秩序妨

害等の違法行為を予防・摘発し、積極的に知的財産権の海外権利保護を推進する。 

（十六）国際交流協力を深化・開拓する。中米、中欧、中日等の知的財産権ワーキン

ググループの対話メカニズムを強化し、適切に各関係者の喫緊な問題を処理する。自由

貿易区戦略の実施を加速し、経済貿易分野の知的財産権協力を協調・推進し、企業の「海

外進出」のために、より公平な知的財産権保護環境を作る。「一帯一路」の沿線国家や地

域との知的財産権保護をめぐる交流協力を強化し、貿易と投資環境を最適化する。発展

途上国との権利侵害と模倣取締協力分野を開拓・支援し、海外駐在商業機構と中国資本

商会の役割を果たし、対外援助と研修等の方式を通じ、被援助側の権利侵害と模倣取締

業務能力の向上を支持する。公安、税関、品質検査等の部門の法執行・案件調査処分に

おける国際交流・協力を強化・拡大し、国境横断的な権利侵害と模倣商品の生産販売行

為を共同で摘発する。 

 

七、組織指導を強化する 

（十七）統合協調業務を強化する。全国知的財産権侵害と模倣・粗悪商品生産販売取

締業務指導者グループは、組織指導を強化し、確実に政策制定、法執行協調、宣伝教育、

涉外交流等の業務を徹底し、各メンバー企業が更に効果的な治理モードを形成するよう

に統合・協調しなければならない。積極的に国務院の知的財産権戦略実施業務部局間合

同会議制度の役割を果たし、メカニズム間の疎通協調を強化し、各関係者の積極性を引

出し、業務の相乗効果を図らなければならない。 

（十八）地方政府の責任を明確にする。地方の各級人民政府は権利侵害と模倣取締所

在地責任を明確にし、権利侵害と模倣取締業務の統合協調メカニズムを健全化し、人員

と業務経費を明確にし、権利侵害と模倣取締業務を効果的に推進しなければならない。

権利侵害と模倣取締業務を地方政府の業績評定体系に取り入れ、科学的に評定指標を設

定し、評定評価メカニズムを改善し、定期的に評価を行い、各任務の実行を確保しなけ

ればならない。 

（十九）法執行能力の向上を強化する。厳重に行政法執行人員の資格管理と資格認定

就業制度を実行し、法によりそれぞれ職位の法執行人員の法執行責任を明確にし、全面

的に法執行責任制を実行し、激励と拘束制度を改善する。基層の法執行の力を調整・拡

充し、業務研修を強化し、案件調査処分の技能と法律厳守の行政レベルを向上させる。
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権利侵害と模倣取締法執行の経費と案件関連物品環境の無害化処理経費の財政的保障を

強化し、法執行装備と検証検査技術条件を改善し、法執行監督管理能力を向上させる。         

 国務院 

                            2017 年 3 月 9 日 

（本文書を公開発布する） 

 

出所：国务院关于新形势下加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的意见（国発

〔 2017 〕14 号）を基に、JETRO 北京事務所にて日本語仮訳を作成。 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/22/content_5179592.htm   
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中国専利法改正案の概要 

 

専利法改正の経緯 

現在施行されている「専利法」は、2008 年の第三次改訂版である。2012 年 1 月より第四次

改訂作業が開始されており、2012 年 8 月にパブリック・コメントを出し意見募集を行い、2013

年 1 月に国務院の審査に送られた。 

その後、2015 年 4 月 1 日、中国知識産権知局は「中華人民共和国専利法改訂草案」を発表 

し、2015 年 4 月 28 日まで意見募集を行った。 

 更に、2015 年 12 月 2 日に国務院法制弁公室が「中華人民共和国専利法改訂草案（送審

稿）」 を公開し、再度の意見募集が行われた。 

 

 

改正専利法の概要 

 

1. 改正の概要 

(1) 政府機能の法定の要請を確実にし、サービス型政府を構築する。 

(2) 専利審査制度をより完全なものとし、専利の品質を向上させる。 

(3) 専利代理の法律制度をより完全なものとし、知的財産サービス業の健全な発展を促進

する。 

(4) 専利保護を強化し、専利権者の合法的権益を保護する。 

(5) 専利の実施と運用を促進し、専利の価値を実現する。 

 

2. 主な改正内容 

(1) 部分意匠制度（2 条） 

現行法では全体意匠のみが保護対象であったが、製品の一部の形状、模様または

その組み合わせ、及び色彩と形状、模様の組み合わせが保護の対象となった。 

(2) 意匠権存続期間の延長（42 条） 

 意匠の存続期間が出願日から 10 年から 15 年に延長されている。 

(3) 審判における職権探知主義の明確化（41 条、46 条） 

(4) 専利権の故意侵害に関する規定の導入（60 条 2 項、68 条 1 項） 

 行政部門は、団体侵害、重複的な侵害などの市場の秩序を攪乱させるような故意的

な専利侵害行為に対しては、もっぱら侵害品を製造するためまたは侵害方法を使用す

るための部品、道具、金型、設備などを没収し、かつ侵害者に罰金を課することがで

きる。 

(5) 損害賠償責任の強化（68 条） 

 法定賠償額が1万元以上100万元以下から10万元以上500万元以下に引き上げられ

た。また、故意に侵害行為を行った者に対しては、1 倍以上 3 倍以下の賠償金額を確

定することができるとして、懲罰的損害賠償規定を導入した。 

(6) 権利者による損害賠償額の立証負担の軽減（68 条 3 項） 

 人民法院が、専利権侵害行為が成立したと認定した後、賠償金額の確定のために、

権利者は証拠の提示に尽力し、権利侵害行為と関連のある帳簿、資料が主に権利侵害

者が掌握している状況下において、権利侵害者に権利侵害行為と関連する帳簿、資料

参考資料５
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の提出を命令することができる。権利侵害者が帳簿や資料を提示しない又は虚偽の帳

簿、資料を提示した場合、人民法院は権利者の主張と提供された証拠を参考にし、賠

償金額の判定を行うことができる。 

(7) 間接侵害（62 条） 

 専用品などであることを知りながら実施した場合、専利製品又は専利方法である

ことを知りながら他人が実施するように誘導した場合に、連帯責任を負う旨の間接

侵害規定が新たに規定された。 

(8) インターネット・サービス・プロバイダーの責任（63 条） 

ISP が専利権侵害事実を知りながら、侵害製品の情報などをインターネット上のショ

ッピングモール等から即時に削除するなどの措置を取っていなかった場合等に、連帯

責任を負うことが規定された。 

(9) 実施許諾用意制度（82 条～84 条） 

権利者が自己の所有する専利について第三者から実施許諾を求められた場合に拒否

しないことを宣言し、その実施料を明確にした場合、中国知的財産局はその旨を公告

するなどの規定が新設された。 

(10) 標準必須専利の黙示実施許諾制度（85 条） 

 

全体として 

 第 4 次専利法改正案では権利行使に関する規定が強化されたが、権利侵害行為に「輸出」

行為が規定されていないこと、実用新案や意匠が初歩審査のみで登録されるにもかかわらず

それらに係る紛争が生じた場合であっても専利権評価報告の提出が義務付けられていないこ

と等の懸念もある。改正専利法の施行、及び、同法に基づく実務の運用の動向を注視してい

く必要がある。 
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国家工商行政管理総局令第 60 号 インターネット取引管理弁法  

国家工商行政管理総局令 

第 60 号 

「インターネット取引管理弁法」は中華人民共和国国家工商行政管理総局局務会議の審

議を経て採択されたので、ここに公布し、2014 年 3 月 15 日から施行する。 

                               局長   張茅 

                               2014 年 1 月 26 日 

 

インターネット取引管理弁法 

（2014 年 1 月 26 日付け国家工商行政管理総局令第 60 号にて公布） 

 

第一章 総 則 

 

第一条 インターネット商品取引及び関連サービスを規範化し、消費者及び経営者の合法的な権益を保

護し、インターネット経済の持続的、健全的な発展を促進するために、「消費者権益保護法」、「産品質量

法」（製品品質法）、「反不正当競争法」、「契約法」、「商標法」、「広告法」、「権利侵害責任法」、「電子署名

法」等の法律・法規に基づき、本弁法を制定する。 

第二条 中華人民共和国国内でインターネット商品取引及び関連のサービスを行うには、中華人民共和

国の法律・法規及び本弁法の規定を遵守しなければならない。 

第三条 本弁法でいうインターネット商品取引とは、インターネット（モバイルインターネットを含む）

を通じて商品を販売する又はサービスを提供する営業活動をいう。 

本弁法でいう関連サービスとは、インターネット商品取引に提供される第三者取引プラットフォーム、

宣伝・プロモーション、信用評価、支払の決済、物流、速達、インターネット接続、サーバーのハウジ

ング、バーチャルスペースの賃貸利用、ウェブサイト・ホームページのデザイン・制作などの営利的サ

ービスをいう。 
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第四条 インターネット商品取引及び関連サービスに従事するには、自主・公正・誠実信用の原則に従

い、商業道徳及び公序良俗を遵守しなければならない。 

第五条 インターネット商品経営者、関連サービス経営者が経営方式を刷新し、サービスのレベルを高

め、インターネット経済の発展を推進するよう奨励・支持する。 

第六条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者により業界組織を設立し、業界内規約を確

立し、業界の信用構築を推進し、業界の自主規制を強化し、業界の発展の規範化を促進するよう奨励・

支持する。 

 

第二章 インターネット商品経営者及び関連サービス経営者の義務 

第一節  一般的規定 

第七条  インターネット商品取引及び関連サービスに従事する経営者は、法により工商登記を行わな

ければならない。 

インターネット商品取引に従事する自然人は、第三者取引プラットフォームを通じて営業活動を行う

ものとし、第三者取引プラットフォームに、氏名、住所地、有効な身分証明、有効な連絡方式など真実

の身分情報を提示しなければならない。登記登録条件を具備する場合、法により工商登記を行う。 

インターネット商品取引及び関連サービスに従事する経営者が販売した商品又は提供したサービス

は、法律、行政法規又は国務院決定で規定された行政許可の取得が必要なものに当たる場合、法により

関連許可を取得しなければならない。 

第八条  工商行政管理部門にて登記登録をしており、すでに営業許可証を受領した法人、その他の経

済組織又は個人経営者であって、インターネット商品取引及び関連サービスに従事する者は、そのウェ

ブサイトのホームページ又は営業活動を行うホームページの目立つ位置に営業許可証に記載された情報

又はその営業許可証の電子リンク標識を公開しなければならない。 

第九条  インターネットで取引される商品又はサービスは、法律・法規・規則の規定に合致しなけれ

ばならない。法律・法規によりその取引が禁止される商品又はサービスについて、経営者はインターネ

ット上で取引をしてはならない。 

第十条  インターネット商品経営者は、消費者に商品を販売する又はサービスを提供するに当たって、

「消費者権益保護法」、「産品質量法」等の法律・法規・規則の規定を遵守しなければならず、消費者の

合法的権益を害してはならない。 

第十一条  インターネット商品経営者は、消費者に商品を販売する又はサービスを提供するに当たっ

て、消費者に経営住所地、連絡方式、商品又はサービスの数量と品質、代価又は費用、履行期限と方式、

支払方式、返品又は交換の方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの情報

を提示し、安全保障措置を取って取引の安全性・確実性を確保するとともに、承諾どおりに商品又はサ

ービスを提供しなければならない。 

第十二条  インターネット商品経営者は、商品を販売する又はサービスを提供するに当たって、商品

又はサービスの完全性を保証しなければならず、非合理的な商品又はサービスの分割販売、最低消費基
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準の設定、別途の不合理な費用徴収をしてはならない。 

第十三条  インターネット商品経営者は、商品を販売する又はサービスを提供するに当たって、国家

の関連規定又は商慣行により消費者に領収書など商品購入の証憑又はサービス伝票を発行しなければな

らない。消費者の同意を得た場合、電子化したものを発行してもよい。電子化した商品購入の証憑又は

サービス伝票は、消費者からの苦情を処理する根拠とすることができる。 

消費者から領収書など商品購入の証憑又はサービス伝票の発行を要求された場合、インターネット商

品経営者は、それを発行しなければならない。 

第十四条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者が提供する商品又はサービスの情報は真

実かつ正確なものでなければならず、虚偽の宣伝及び虚偽の表示をしてはならない。 

第十五条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、商品を販売する又はサービスを提供

するに当たって、「商標法」、「企業名称登録管理規定」等の法律・法規・規則の規定を遵守しなければな

らず、他人の登録商標専用権や企業名称権などの権利を侵害してはならない。 

第十六条  インターネット商品経営者が商品を販売する場合、消費者は商品を受け取った日から 7 日

以内に、理由を説明せずに返品する権利を有する。ただし、以下のような商品はこの限りではない。 

（一）消費者が注文して作らせたもの 

（二）生きているものや腐りやすいもの 

（三）オンラインでダウンロードした又は消費者が開封した録音録画製品、コンピューターシフトウ

ェアなどデジタル化した商品 

（四）交付した新聞紙、定期刊行物 

前項に記載される商品以外、その他の商品の性質によりかつ消費者が購入した時に確認した返品すべ

きでない商品は、理由なき返品原則を適用しない。 

消費者が返品した商品は、完全なものでなければならない。インターネット商品経営者は返品商品を

受け取った日から 7 日以内に、消費者が支払った商品代金を返却しなければならない。返品商品の運賃

は消費者が負担する。インターネット商品経営者と消費者の間に別途約定がる場合、約定にしたがう。

 

第十七条   インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、経営活動において契約の定型条項を

採用する場合、法律・法規・規則の規定に合致し、公平の原則に従って取引双方の権利と義務を定め、

顕著な方式で消費者に、消費者と重大な利害関係のある条項への注意を促し、消費者の要求に応じて説

明を行わなければならない。 

インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、電子契約の定型条項などの方式により、消費者

の権利の排除又は制限、経営者の責任の軽減又は免除、消費者の責任の加重など、消費者にとって不公

平・不合理な規定を定めてはならず、契約の定型条項を利用し技術手段を借りて取引を強要してはなら

ない。 

第十八条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、営業活動において消費者又は経営者

の情報の収集、使用に当たっては、合法・正当・必要の原則に従い、情報収集・使用の目的、方法、範

囲を明示し、かつ、被収集者からの同意を得なければならない。インターネット商品経営者、関連サー

ビス経営者は、消費者又は経営者の情報収集・使用に当たっては、その収集・使用の規則を公開しなけ

ればならず、法律・法規の規定及び双方間の取決めに違反して情報の収集・使用を行ってはならない。

インターネット商品経営者、関連サービス経営者及びその従業員は、収集した消費者の個人情報又は

経営者の営業秘密に係るデータ情報について厳格に秘密を保持しなければならず、漏洩、売却又は不法

に他人に提供してはならない。インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、技術的措置とその
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他の必要な措置を講じて、情報の安全を確保し、情報の漏洩、紛失を防止しなければならない。情報の

漏洩、紛失が起きている又は起きる恐れのある場合には、直ちに救済措置を講じなければならない。 

インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、消費者からの同意を得ていない、若しくは要請

を受けていない場合、又は消費者がはっきりと拒否をした場合には、消費者に商業的電子情報を送信し

てはならない。 

第十九条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、商品又はサービスを販売するに当た

って、「反不正当競争法」等法律の規定を遵守しなければならず、不正競争により、ほかの経営者の合法

的権益に損害を与え、社会経済秩序をかく乱してはならない。また、ネット技術手段又は媒体等の方式

を利用して、下記の不正競争行為を行ってはならない。 

（一）有名ウェブサイト特有のドメインネーム、名称、標章を無断使用し、又は有名ウェブサイトに

近似するドメインネーム、名称、標章を使用し、他人の有名ウェブサイトと混同を生じさせ、消費者の

誤認を引き起こすこと 

（二）政府部門又は社会団体の電子標章を無断使用、偽造をし、誤解を引き起こすような虚偽の宣伝

をすること 

（三）バーチャル物品を景品とする抽選式景品付き販売を行い、インターネット市場でのバーチャル

物品の取決め金額が法律・法規に認められる上限額を超えていること 

（四）架空の取引、不利な評価の削除などにより、自分又は他人の商業名声を引き上げること 

（五）取引成立後の事実に反する悪意のある評価により、競合相手の商業名声に損害を与えること 

（六）法律、法規に規定されるその他の不正競争行為。 

 

第二十条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、競合相手のウェブサイト又はウェブ

ページに不法な技術的攻撃を行い、競合相手の正常な経営ができなくしてはならない。 

第二十一条  インターネット商品経営者、関連サービス経営者は、国家工商行政管理総局の規定に基

づき、所在地の工商行政管理部門に経営の統計資料を報告送付しなければならない。 

第二節 第三者取引プラットフォーム経営者に関する特別規定 

第二十二条  第三者取引プラットフォーム経営者は、工商行政管理部門で登記登録をし、かつ営業許

可証を受領した企業法人でなければならない。 

前項でいう第三者取引プラットフォームとは、インターネット商品取引活動において、取引する両者

又は多者が独自に取引活動を行うよう、取引する両者又は多者に対しウェブスペース、バーチャルな経

営場所、取引規則、取引マッチング、情報発信等のサービスを提供する情報ネットワークシステムをい

う。 

第二十三条  第三者取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームに加入して商品を販売する又

はサービスを提供することを申請する法人、その他の経済組織又は個人経営者の経営主体の資格につい

て審査・登録をして、登録ファイルを作成し、定期的に確認・更新を行い、その営業活動を行うホーム

ページの目立つ位置に営業許可証に記載された情報又はその営業許可証の電子リンク標識を公開しなけ

ればならない。 

第三者取引プラットフォーム経営者は、工商登記登録条件を具備しないもので、プラットフォームに

加入して商品を販売する又はサービスを提供することを申請する自然人の真実の身分情報について審

査、登記をして、登録ファイルを作成し、定期的に確認・更新を行い、個人の身分情報が真実で合法で

あることを証明する標識を発行し、その営業活動を行うホームページの目立つ位置に掲載しなければな

らない。 
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第三者取引プラットフォーム経営者は、審査と登録をする時に、相手に登録協議を十分に知らせ、同

意させて、また義務と責任条項への注意を促さなければならない。 

第二十四条  第三者取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームに加入して商品を販売する又

はサービスを提供することを申請する経営者と協議を締結して、双方のプラットフォームの加入と脱退、

商品とサービスの品質安全の保障、消費者権益の保護などについての権利、義務と責任を明らかにしな

ければならない。 

第三者取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム上の経営者との協議、取引規則を修正する

に当たって、「公開・連続・合理」という原則に従い、最低 7 日前に修正内容を公示し、かつ、関連の経

営者に通知しなければならない。プラットフォーム上の経営者が、協議又は規則の修正内容を受け入れ

ず、プラットフォームからの脱退を申請する場合に、第三者取引プラットフォーム経営者は、その脱退

を認め、かつ、当初の協議又は取引規則に基づいて関連の責任を負わなければならない。 

第二十五条  第三者取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム上の取引規則、取引安全の保

障、消費者権益の保護、不良情報処理などを含む管理制度を作成しなければならない。各管理制度をそ

のウェブサイトに公示し、かつユーザーが便利・完全に閲覧し保存することができるように技術面で保

証しなければならない。 

第三者取引プラットフォーム経営者は、必要な技術手段と管理措置を講じ、正常なプラットフォーム

運営を確保して、必要かつ信頼できる取引環境と取引サービスを提供し、インターネット取引秩序を維

持しなければならない。 

第二十六条  第三者取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームを通じて商品を販売する又は

サービスを提供する経営者、及びその発表した商品とサービス情報に対して検査監督制度を設け、工商

行政管理法律・法規・規則に違反する行為を発見した場合、プラットフォーム経営者の所在地の工商行

政管理部門に報告し、適時に措置を講じて制止しなければならず、必要な場合は第三者取引プラットフ

ォームサービスの提供を中止することができる。 

工商行政管理部門が、プラットフォーム上において工商行政管理法律・法規・規則に違反する行為を

発見し、法により措置を講じて制止するよう第三者取引プラットフォーム経営者に要求した場合、第三

者取引プラットフォーム経営者はこれに協力しなければならない。 

第二十七条  第三者取引プラットフォーム経営者は必要な手段を講じて登録商標専用権、企業名称権

等の権利を保護しなければならない。権利者において、プラットフォーム上の経営者がその登録商標専

用権、企業名称権等の権利を侵害した行為、又はその合法的な権益に損害を与える不正競争行為を実施

したことの証明証拠がある場合、「権利侵害責任法」に基づき、必要な措置を取らなければならない。

第二十八条  第三者取引プラットフォーム経営者は、消費紛争の和解・消費者権益保護の自己規制制

度を構築しなければならない。消費者がプラットフォーム上の商品の購入又はサービスの受入れにおい

て、消費紛争が発生し又はその合法的な権益に損害が与えられたとき、消費者がプラットフォームに調

停を求めた場合に、プラットフォームは調停を行わなければならない。消費者がその他のルートを介し

て権利擁護をする場合に、プラットフォームは消費者に、経営者の真実のウェブサイト登録情報を提供

し、消費者が自身の合法的権益を守ることに積極的に協力しなければならない。 

第二十九条  第三者取引プラットフォーム経営者が、プラットフォーム上で自ら商品又はサービス事

業を行う場合は、消費者に誤解を生じさせないように、顕著な方法によって自営部分とプラットフォー

ムにおけるその他の経営者の経営部分を区分・表記しなければならない。 

第三十条  第三者取引プラットフォーム経営者は、そのプラットフォーム上で公開された商品及びサ
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ービスの情報の内容とその発布時間を審査、記録、保存しなければならない。プラットフォーム上の経

営者の営業許可証又は個人の真実の身分情報の記録は、経営者のプラットフォームでの登録抹消日から

最低 2 年間、取引記録などその他の情報記録のバックアップは、取引完成日から最低 2 年間保存しなけ

ればならない。 

第三者取引プラットフォーム経営者は、電子署名、データのバックアップ、故障回復等の技術的手段

を使い、インターネット取引データ・資料の完全性と安全性を確保し、オリジナルデータの真実性を保

証しなければならない。 

第三十一条  第三者取引プラットフォーム経営者は、第三者取引プラットフォームサービスの提供を

終止しようとする場合に、最低 3 ヶ月前に、そのウェブサイトのホームページの目立つ位置にその旨を

公示し、かつ、関連の経営者及び消費者に通知して、関連の経営者及び消費者の合法的権益を保障する

ために必要な措置を講じなければならない。 

第三十二条  第三者取引プラットフォーム経営者が取引当事者に公平かつ公正な信用評価サービスを

提供し、経営者の信用状況を客観的、公正に採取・記録して、取引リスクを警告するために、信用評価

体系・信用開示制度を構築するよう奨励する。 

第三十三条  第三者取引プラットフォーム経営者が消費者権益保証金を設置するよう奨励する。消費

者権益保証金は、消費者の権益保障のために用いられるものであり、ほかの用途に流用してはならず、

使用の状況を定期的に公開しなければならない。 

第三者取引プラットフォーム経営者が、プラットフォーム上の経営者と合意の上、消費者権益保証金

を設置する場合に、双方で消費者権益保証金の積立額、管理、使用及び返却のルールについて明確な取

決めをしなければならない。  

第三十四条  第三者取引プラットフォーム経営者は、工商行政管理部門によるインターネット上の不

法経営行為の摘発に積極的に協力し、そのプラットフォーム上で不法経営を行った疑いがある経営者の

登録情報、取引データなどの資料を提供しなければならず、真実を隠してはならない。 

 

第三節 その他関連サービス経営者に関する特別規定 

第三十五条  インターネット商品取引に、インターネット接続、サーバーのハウジング、バーチャル

スペースの賃貸利用、ウェブサイト・ホームページのデザイン・制作などのサービスを提供する関連サ

ービス経営者は、申請者に経営資格の証明及び個人の真実の身分情報を提供することを要求し、サービ

ス契約を締結し、法によりそのオンライン情報を記録しなければならない。申請者の営業許可証又は個

人の真実の身分情報などの情報記録のバックアップの保存時間は、サービス契約の終止又は履行終了の

日から 2 年を下回ってはならない。 

第三十六条  インターネット商品取引に信用評価サービスを提供する関連サービス経営者は、合法的

な経路を通じて信用の情報を収集し、「中立・公正・客観」という原則を堅持して、ユーザーの信用格付

け又は関連の情報を勝手に調整してはならず、収集した信用情報をいかなる不法な用途にも利用しては

ならない。 

第三十七条  インターネット商品取引に宣伝・プロモーションサービスを提供するに当たっては、関

連の法律・法規・規則の規定に合致しなければならない。 

ブログ、マイクロブログ等のソーシャルメディアを通じて宣伝・プロモーションサービスを提供し、

商品又はサービスについてコメントし、それによって報酬を得ている場合、消費者に誤解を生じさせな
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いように、事実の通りその性質を開示しなければならない。 

第三十八条  インターネット商品取引に、インターネット接続、支払の決済、物流、速達等のサービ

スを提供する関連サービス経営者は、工商行政管理部門によるインターネット商品取引関連違法行為の

摘発に積極的に協力し、不法経営の疑いがあるインターネット商品経営者の登録情報、連絡先、住所な

どの関連データ、資料を提供しなければならず、真実を隠してはならない。 

第三章 インターネット商品取引及び関連サービスへの監督管理 

 

第三十九条  インターネット商品取引及び関連サービスへの監督管理は、県級以上の工商行政管理部

門が担当する。 

第四十条  県級以上の工商行政管理部門はインターネット商品取引及び関連サービスの信用ファイル

を作成し、日常の監督検査の結果、法に違反する行為への摘発などの状況を記録しなければならない。

信用ファイルの記録に基づき、インターネット商品経営者、関連サービス経営者に対し信用分類監督管

理を実施する。 

第四十一条  インターネット商品取引及び関連サービスをめぐる不法行為は、不法行為が生じた経営

者の住所所在地の県級以上の工商行政管理部門が管轄する。そのうち、第三者取引プラットフォームを

通じて経営活動を行う経営者の違法行為は、第三者取引プラットフォーム経営者の住所所在地の県級以

上の工商行政管理部門が管轄する。第三者取引プラットフォーム経営者の住所所在地の県級以上の工商

行政管理部門は、他所にある不法行為者を管轄することが困難な場合、不法行為者の法違反の事情を不

法行為者の所在地の県級以上の工商行政管理部門に移送して処理させることができる。 

二つ以上の工商行政管理部門はインターネット商品取引及び関連サービスをめぐる不法行為の管轄権

について争議がある場合、共通の 1 級上の工商行政管理部門に報告し、管轄権を指定してもらわなけれ

ばならない。 

全国範囲で重大な影響があり、消費者の権益を深刻に侵害し、集団苦情を誘発し、又は事情が複雑な

インターネット商品取引及び関連サービスをめぐる不法行為は、国家工商行政管理総局が摘発するか、

又は省級工商行政管理局を指定して摘発させる。 

 

第四十二条  インターネット商品取引及び関連サービス活動における消費者が工商行政管理部門に苦

情を申し立てた場合、「工商行政管理部門が消費者苦情を処理する弁法」にしたがって処理する。 

第四十三条  県級以上の工商行政管理部門は、違法の疑いがあるインターネット商品取引及び関連サ

ービス行為を摘発するときに、以下に掲げる職権を行使することができる。 

（一）関係する当事者を尋問し、それが法に違反するインターネット商品取引及び関連サービス行為

に従事したと疑われる関連事情を調査すること 

（二）当事者の取引データ、契約書、伝票、帳簿及びその他の関係データ、資料を検閲、複製するこ

と 

（三）法律・法規の規定に準拠し、法に違反するインターネット商品取引及び関連サービス行為に使

用される商品、工具、設備等の物品を封印し、差し押さえ、法に違反するインターネット商品取引及び

関連サービス行為に使用される経営場所を封印すること 

（四）講じることができるものとして法律・法規に定めたその他の措置 

工商行政管理部門が法により前項に定める職権を行使するときに、当事者はこれに協力、服従しなけ

ればならず、拒否、妨害してはならない。 

第四十四条  工商行政管理部門のインターネット商品取引及び関連サービス活動に対する技術的監視



 
２６ 

測定記録資料は、法に違反するインターネット商品経営者、関連サービス経営者に対し行政処罰を実施

し又は行政上の措置を講じるための電子データ証拠とすることができる。 

第四十五条  インターネット商品取引及び関連サービス活動において、工商行政管理に関する法律・

法規の規定に違反し、情状が重大で、措置を講じて不法ウェブサイトが引き続き不法活動を行うことを

差し止める必要がある場合、工商行政管理部門は関係規定に基づき、ウェブサイトの許可地又は届出地

の通信管理部門に対し、法により当該不法ウェブサイトへの接続サービスの一時遮断又は停止を命じる

よう要請することができる。 

第四十六条  工商行政管理部門はウェブサイトの不法行為に対して行政処罰を科した後に、当該不法

ウェブサイトを閉鎖する必要がある場合、関係規定に基づき、ウェブサイト許可地又は届出地の通信管

理部門に対し、法により当該不法ウェブサイトを閉鎖するよう要請することができる。 

第四十七条  工商行政管理部門は、インターネット商品取引及び関連サービス活動に対する監督管理

において、他の部門で摘発すべき違法行為を発見した場合、法により関連の部門に移送しなければなら

ない。 

第四十八条  県級以上の工商行政管理部門は、インターネット商品取引及び関連サービスに関する監

督管理作業責任制度を構築し、法により職責を果たさなければならない。 

 

第四章 法的責任 

 

第四十九条  本弁法に違反する行為について、法律・法規に別途の処罰規定がある場合、その規定に

準拠する。 

第五十条  本弁法第七条第二項、第二十三条、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条、第三十

条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十八条の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命

じる。是正を拒否した場合、一万元以上三万元以下の罰金を科する。 

第五十一条  本弁法第八条、第二十一条の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命じる。是正を

拒否した場合、一万元以下の罰金を科する。 

第五十二条  本弁法第十七条の規定に違反した場合、「契約違法行為監督処理弁法」の関連規定にした

がって処罰する。 

第五十三条  本弁法第十九条第（一）号の規定に違反した場合、「反不正当競争法」第二十一条の規定

にしたがって処罰する。本弁法第十九条第（二）号、第（四）号の規定に違反した場合、「反不正当競争

法」第二十四条の規定にしたがって処罰する。本弁法第十九条第（三）号の規定に違反した場合、「反不

正当競争法」第二十六条の規定にしたがって処罰する。本弁法第十九条第（五）号の規定に違反した場

合、警告を与え、是正を命じ、一万元以上三万元以下の罰金を併科する。 

第五十四条  本弁法第二十条の規定に違反した場合、警告を与え、是正を命じ、一万元以上三万元以

下の罰金を併科する。 
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第五章 附 則 

 

第五十五条  第三者取引プラットフォームを通じて商品又は営利的サービスの情報を発布している

が、取引過程が直接プラットフォームを通じずに行われた経営活動について、本弁法におけるインター

ネット商品取引に関する管理規定を参照の上適用する。 

第五十六条  本弁法は国家工商行政管理総局により解釈を行う。 

第五十七条  省級の工商行政管理部門は、本弁法の規定に基づき、インターネット商品取引及び関連

サービスの監督管理の実施に関する指導的意見を制定することができる。 

第五十八条  本弁法は、2014 年 3 月 15 日より施行する。国家工商行政管理総局から 2010 年 5 月 31

日付けで発布された「インターネット商品取引及び関連サービス行為に関する管理暫定弁法」は同時に

廃止する。  
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